
地域共創部 

市民協働室 

協働推進課 

 

１ 業務内容（令和 5年 3月 31 日現在） 

(1) 地域コミュニティに係る企画立案及び支援に関すること。 

(2) 地域担当による地域コミュニティの運営に関する包括的な支援に関すること。 

(3) 三田市協働のまちづくり基本指針の推進に関すること。 

(4) 住民自治組織の法人化に関すること。 

(5) 区・自治会連合会に関すること。 

(6) まちづくり協議会及びふるさと地域交付金に関すること。 

(7) コミュニティセンターに関すること。 

(8) 市民センター(有馬富士共生センター、高平ふるさと交流センター及びふれあいと創造の里

を含む。)との連絡調整に関すること。 

(9) 市民活動推進プラザに関すること。 

(10) 連合婦人会に関すること。 

(11) 三田市家族の日に関すること。 

(12) 三田まつりに関すること。 

(13) 部及び室の庶務並びに総合調整に関すること。 

 

２ 地域活性化支援事業 

 (1) ふるさと地域交付金 

  ア 趣旨 

協働のまちづくりの実現に向け、地域づくりに関わる多様な主体が連携・協力しながら、

地域の課題解決に向けた自主的かつ主体的な活動を継続的に展開していくための財政的支

援として創設。 

  イ 交付対象団体と交付上限額 

   (ｱ) 地域づくり全般にわたる自主的で主体的な活動を継続的に行う団体で、概ね小学校区

程度の区域を活動基盤とし、自治区・自治会を含む多様な団体等で構成されている団体（地

域活性化支援：上限額 2,000 千円） 

   (ｲ) 上記に該当する組織づくりをめざす団体（組織づくり支援：上限額 500 千円）等 

  ウ 交付対象事業 

    防災防犯事業、地域福祉の推進事業、地域交流・多世代交流事業、地域活性化のための調

査研究事業などのソフト事業に加え、地域活性化支援のみ事務局経費（事務局人件費及び拠

点整備にかかる経費）についても対象としている。 

  エ 令和 4年度交付実績額（20 団体 30,895,461 円） 

 団体名  実施額 支援メニュー 

三田地区まちづくり協議会 1,678,125 円 地域活性化支援 

三輪小学校区まちづくり協議会 1,932,134 円 地域活性化支援 

松が丘小学校区まちづくり協議会 1,802,637 円 地域活性化支援 
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志手原校区地域づくり協議会 1,981,000 円 地域活性化支援 

母永地域づくり協議会設立準備会 496,227 円 組織づくり支援 

母永『宝と夢』の里づくり協議会 672,354 円 地域活性化支援 

高平郷づくり協議会 2,000,000 円 地域活性化支援 

元気な広野をつくる会 2,000,000 円 地域活性化支援 

本庄まちづくり協議会 628,681 円 地域活性化支援 

藍小学校区まちづくり協議会 89,270 円 地域活性化支援 

つつじが丘小学校区街づくり協議会 1,747,609 円 地域活性化支援 

武庫小校区まちづくり連絡協議会 1,817,467 円 地域活性化支援 

狭間が丘地域事業推進協議会 2,000,000 円 地域活性化支援 

弥生まちづくり協議会 2,000,000 円 地域活性化支援 

富士小校区まちづくり推進協議会 1,602,541 円 地域活性化支援 

けやき台地区まちづくり協議会 1,981,786 円 地域活性化支援 

すずかけ台まちづくり協議会 2,000,000 円 地域活性化支援 

あかしあ台小学校区まちづくり連絡協議会 2,000,000 円 地域活性化支援 

ゆりのき台地域活動協議会 2,000,000 円 地域活性化支援 

学園小学校区まちづくり連絡会 465,630 円 地域活性化支援 

合 計 30,895,461 円  

(2) 地域計画策定等支援事業 

   地域目標となるまちの将来像を住民で共有し、地域課題の可視化や住民による解決に向け

ての取り組みなどを長期的視点でまとめた計画（地域計画）の策定に取り組むまちづくり協

議会等を支援することにより、住民主体のまちづくりの推進を図る。 

   コーディネーター派遣 2 団体 

 

３ コミュニティ意識の啓発 

(1) 加入促進チラシ「三田市区・自治会連合会だより」の配布（市内全戸配布） 

(2) 加入促進パンフレット「みんなで自治会」の配布 

  （転入者グッズに同封、兵庫県宅地建物取引業協会三田・丹波支部に配布） 

 

４ 住民自治組織の育成、活動の活性化 

(1) 三田市区・自治会連合会加入自治会等の組織状況（令和 4年 4月 1日現在） 

ア 組 織 数  179 団体 

イ 加入世帯数  31,666 世帯 

(2) 自治会活動振興補助事業 

自治会活動に必要な設備備品購入に助成（令和 4年度補助件数 7 件） 

【補助基準表】 

自治会の規模（世帯数） 補助率 補助限度額 

世帯数が 100 世帯未満 
1/2 

10 万円 

〃 100 世帯以上  300 世帯未満 15 万円 
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〃 300 世帯以上  500 世帯未満 20 万円 

〃 500 世帯以上 1,000 世帯未満 25 万円 

〃 1,000 世帯以上 30 万円 

(3) 地縁による団体の法人認可及び証明事務 

地方自治法第 260 条の 2 の規定に基づく自治会等の法人認可業務 

ア 令和 4年度認可団体数    1 団体 

イ 現在の認可地縁団体総数  52 団体（令和 5年 3月 31 日現在）  

(4) 行政事務委託事業 

ア 委 託 先  三田市区・自治会連合会 

イ 委託事務 

(ｱ) 市が発行する各種文書等の配布又は回覧に関すること。 

(ｲ) 街路灯の管理協力に関すること。 

(ｳ) 地域の緑化、美化及び衛生に関すること。 

(ｴ) 地域防災計画に基づく災害時の通報等に関すること。 

(ｵ) 各種調査員、委員等の推薦に関すること。 

(ｶ) その他公共の福祉を増進する事務に関すること。 

ウ 委 託 料 

均等割額 40,000 円 世帯割額 400 円×世帯数 合計 25,212,800 円 

 

５ コミュニティ施設の整備 

(1) 地域集会所整備事業補助金の交付 

区・自治会集会所の新築、増改築、修繕等経費の一部を助成する。 

令和 4年度補助件数 5 件 

【補助基準表】 

区  分 補助対象経費 補 助 率 補助限度額 

新築に係る事業 建築費 

30% 

700 万円 

施設買収に係る事業 買収費 700 万円 

解体撤去に係る事業 解体撤去費 700 万円 

増築に係る事業 建築費 250 万円 

改築に係る事業 建築費 250 万円 

修繕に係る事業 修繕費 50% 100 万円 

(2) 地域集会所合併処理浄化槽設置事業補助 

区・自治会が所有する集会所の合併処理浄化槽の設置に係る経費の一部を助成する。 

令和 4年度補助件数 0 件 

(3) 地域集会所合併処理浄化槽維持管理補助 

区・自治団体が所有する集会所の合併処理浄化槽の維持管理経費の一部を助成する。 

令和 4年度補助件数 12 件 

 (4) コミュニティセンター（ハウス）の地元移管 

   令和 4 年度の移管はなし 

   【移管状況】 
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移管年度 移管施設 

平成 14 年度 松風コミュニティセンター・山の峰会館 

平成 16 年度 弥生が丘コミュニティセンター 

平成 18 年度 あかしあ台コミュニティハウス 

平成 20 年度 富士が丘コミュニティセンター 

平成 24 年度 すずかけ台コミュニティハウス 

平成 27 年度 けやき台コミュニティハウス 

平成 28 年度 武庫が丘コミュニティセンター 

平成 29 年度 ゆりのき台コミュニティハウス 

 (5) コミュニティ助成事業 

   財団法人自治総合センターが定めるコミュニティ助成事業実施要綱に基づき、自治会活動に

必要な集会所・設備・備品の購入費について、助成を行う。 

令和 4年度助成件数 1 件   

・助成事業  … 狭間が丘地域事業推進協議会 2,000 千円 

 

６ 各種団体への支援 

 (1) 三田市区・自治会連合会への支援 

三田市区・自治会連合会との連携を図り、住みよいコミュニティづくりを推進するため、そ

の運営に対する補助と事務局機能の支援を行っている。 

ア 会議関係 

(ｱ) 総会             1 回（書面決議） 

(ｲ) 理事会            2 回 

(ｳ) 正副会長会        6 回 

(ｴ) 常任理事会        7 回 

イ 事業関係 

 対象者：各区・自治会役員 

(ｱ) 区長･自治会長研修会 

(ｲ) 地域活動セミナー 

(ｳ) 人権研修会 

    ウ 県及び阪神地区自治会連合会関係 

(ｱ) 兵庫県連合自治会総会 

(ｲ) 第 53 回兵庫県連合自治会大会 

(ｳ) 阪神地区自治会連合会会長会 

(ｴ) 阪神地区自治会連合会研修会 

 

７ 市民活動支援 

(1) 情報環境の整備 

  ア 市民活動情報サイト「きっぴ～ねっと」の運営  

市内の市民活動に関する情報を広く発信し、市民活動をさらに活性化することを目的に

開設。 
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    ［掲載内容］ 特集記事、活動団体紹介、情報紹介（イベント、募集、お知らせ、活動情

報）、活動支援情報、管理者からのお知らせ等 

    ［閲覧者数］ 17,157 名 

［運  営］ 市民活動推進プラザ（三田市まちづくり協働センター内） 

  イ 「市民活動情報掲示板」の運営 

    ［掲示内容］ 市内で活動する市民活動団体が行う公益的な活動などの情報 

    〔運  営〕 市民活動推進プラザ（三田市まちづくり協働センター内）     

［設置場所及び利用状況］ 

設置場所 件数 設置場所 件数 

① JR 三田駅（キッピースクエア） 390 ⑥ 広野市民センター 313 

② JR 新三田駅（駅前広場） 348 ⑦ ふれあいと創造の里 126 

③ さんだ市民センター 391 ⑧ 藍市民センター 255 

④ 有馬富士共生センター 197 ⑨ フラワータウン市民センター 363 

⑤ 高平ふるさと交流センター 155 ⑩ ウッディタウン市民センター 289 

  ウ 商業施設「市民活動情報コーナー」の設置(4 カ所) 

    ［内  容］ 市民活動支援施策の一つとして、新たな「市民活動情報発信の場」として、

商業施設に「市民活動情報コーナー」を設置している。 

    ［設置場所］ ・スーパーマーケットフレスコ(H19～) 

           ・コープ三田西(H22～) 

・スーパーマーケット NISHIYAMA 三田フラワータウン店(H22～) 

・パスカルさんだ一番館(H22～) 

(2) 市民活動推進プラザの運営 

    ［設置目的］ 市民や市民活動団体が、活動するうえで必要な施策や制度の情報を集約・

整理・提供するほか、市民活動に関する相談や団体間の交流を促進するな

ど市民活動の総合窓口として設置している。 

    ［運営方法］ 委託（一般社団法人アスパラガス） 

    ［所 在 地］ 三田市まちづくり協働センター内 (駅前町 2-1 キッピーモール 6階) 

    ［開設時間］ 午前 10 時～午後 5 時（昼休憩は除く） 

    ［休 所 日］ 水曜日、日曜日、祝日、年末年始（12 月 29 日～1月 3日） 

    ［業務内容］ 市民活動情報の収集、整理、提供、組織体制や運営、活動等に関する相談、

団体間の交流、連携の促進 など 

(3) 協働事業提案制度 

   みんなを笑顔にする、困りごとを助ける、地域を元気にする、そんな思いのある皆さんか

らの提案を募集し、活動経費の一部を補助している。 

    [コース]  スタート支援コース：新たな事業を始める（上限 10 万円） 

          ステップアップ支援コース：既存の事業を定着させる（上限 20 万円） 

   令和 4 年度実績 申請件数 10 件、採択件数 9件 

 

８ 「三田市家族の日（毎年 11 月の第 3日曜日）」推進事業 

令和 4年度 三田市家族の日  11 月 20 日（日） 
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家族の週間       11 月 13 日（日）～11 月 27 日（日） 

 

さんだ市民センター 

 

１ さんだ市民センターの概要 

(1) 施 設 名  三田市さんだ市民センター 

(2) 所 在 地  三田市三田町 22 番 19 号 

(3) 敷地面積  3,497.75 ㎡ 

(4) 施設構造  鉄筋コンクリート造 3 階建 

(5) 延床面積  2,313.25 ㎡ 

                １階 1,123.00 ㎡ 

        ２階  697.25 ㎡ 

        ３階  493.00 ㎡ 

(6) 開  館  平成 28 年 9 月 1日（建築年 昭和 49 年） 

(7) 施設内容  ア 1 階 

サービスコーナー・事務室・大集会場・研修室・工芸科学室・リモートワ

ーク＆スタディブース・ギャラリー・市民情報コーナー 

イ 2 階 

会議室・第 1 和室・第 2 和室・調理室・サークル室・談話室・小会議室・

ギャラリー 

ウ 3 階 

  講座室・視聴覚室・会議室・美術室 

エ 駐車場（収容台数 86 台 うち身体障がい者用 2台） 

(8) 開館時間  午前 9 時～午後 10 時（サービスコーナーは平日の午後 5時 30 分まで） 

(9) 休 館 日   毎月第 2火曜日(祝日の場合は開館) 

年末年始(12 月 29 日～1 月 3日) 

 

２ 施設利用状況【令和４年度実績】 

施 設 名 区 分 累  計 稼働率 

大集会場 
人 数 19,584 

40.5 ％ 
件 数 627 

研修室 
人 数 4,500 

24.4 ％ 
件 数 409 

工芸科学室 
人 数 1,186 

13.2 ％ 
件 数 143 

会議室（2階） 
人 数 6,620 

27.3 ％ 
件 数 347 

第 1 和室 
人 数 1,408 

11.0 ％ 
件 数 209 
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第 2和室 
人 数 1,228 

10.4 ％ 
件 数 186 

調理室 
人 数 1,461 

7.5 ％ 
件 数 84 

サークル室 
人 数 3,278 

27.9 ％ 
件 数 382 

談話室 
人 数 2,523 

19.7 ％ 
件 数 390 

小会議室 
人 数 1,855 

19.2 ％ 
件 数 383 

講座室 
人 数 4,599 

20.5 ％ 
件 数 298 

視聴覚室 
人 数 10,212 

46.4 ％ 
件 数 1,042 

会議室（3階） 
人 数 3,317 

16.3  ％ 
件 数 308 

美術室 
人 数 1,286 

12.1 ％ 
件 数 152 

合計 
人 数 63,057 

21.2 ％ 
件 数 4,960 

   

リモートワーク＆ 

スタディブース１ 
件 数 43 5.8 ％ 

リモートワーク＆ 

スタディブース２ 
件 数 44 7.8 ％ 

リモートワーク＆ 

スタディブース３ 
件 数 88 16.6 ％ 

合計 件 数 175 10.1 ％ 

   ※稼働率は、使用時間÷使用可能時間とする。 

  

３ 登録グループ 

令和 4年度登録団体数：82 団体（延べ 1,423 人） 
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有馬富士共生センター 

 

１ 有馬富士共生センターの概要 

(1) 施 設 名  三田市有馬富士共生センター 

(2) 所 在 地  三田市尼寺 968 番地 

(3) 敷地面積  4,297.00 ㎡ 

(4) 施設構造  木造平屋建て 鋼板葺・一部瓦葺 

(5) 延床面積  1,299.24 ㎡ 

(6) 開  館  平成 18 年 11 月 1 日 

(7) 施設内容  事務室・多目的室・大会議室・小会議室・里山工作室・プレイルーム・実習室・

和室・ギャラリー・リモートワーク＆スタディブース 

(8) 開館時間  午前 9 時～午後 10 時(サービスコーナーは平日の午後 5時 30 分まで) 

(9) 休 館 日  毎月第 2火曜日（祝日の場合は開館） 

年末年始(12 月 29 日～1 月 3日) 

 

２ 主催事業【令和４年度実績】 

講 座 名 講 師 名 実施回数 参加組数 参加者数 

里山体験学習 

（木工教室） 

渡邊 和俊 

（里山遊び研究会） 
15 回 126 組 145 人 

味噌づくり体験 唯 文砂子 4 回 40 組 55 人 

 

３ 施設利用状況【令和４年度実績】 

施 設 名 区 分 累  計 稼働率 

多 目 的 室 
人 数 6,150 

17.4% 
件 数 281 

大 会 議 室 
人 数 3,265 

15.3% 
件 数 219 

小 会 議 室 
人 数 3,406 

23.6% 
件 数 386 

里山工作室 
人 数 1,958 

15.7% 
件 数 181 

プレイルーム 
人 数 99 

4.5% 
件 数 48 

実 習 室 
人 数 1,951 

12.5% 
件 数 124 

和 室 
人 数 917 

16.4% 
件 数 155 
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合 計 
人 数 17,746 

14.3% 
件 数 1,394 

  

リモートワーク＆ 

スタディブース１ 
件 数 307 85.1% 

リモートワーク＆ 

スタディブース２ 
件 数 51 8.7% 

リモートワーク＆ 

スタディブース３ 
件 数 199 32.0% 

合 計 件 数 557 41.9% 

   ※稼働率は、使用時間÷使用可能時間とする。 

 

４ 登録グループ 

令和４年度登録団体数：24 団体（延べ 891 人） 

 

 

高平ふるさと交流センター 

 

１ 高平ふるさと交流センターの概要 

(1) 施 設 名  三田市高平ふるさと交流センター 

(2) 所 在 地  三田市布木 298 番地 

(3) 敷地面積  16,849 ㎡ 

(4) 施設構造  鉄筋コンクリート造平屋建て 

(5) 延床面積  2,027 ㎡ 

(6) 開 館  平成 6年 12 月 10 日 

(7) 施設内容   ア 交流学習棟(延床面積 892 ㎡) 

市民サービスコーナー(平成 7年 4月から設置) 

文化交流室・和室・調理実習室・研修室兼映写室・会議室・情報図書コー

ナー・談話コーナー 

イ 多目的ホール棟(延床面積 1,135 ㎡) 

多目的ホール 

ウ その他 

グラウンド(3,100 ㎡)・駐車場（39 台、バス 3台） 

(8) 開館時間  午前 9 時～午後 10 時 (サービスコーナーは平日の午後 5時 30 分まで) 

(9) 休 館 日  毎月第 2水曜日(祝日の場合は開館) 

        年末年始（12 月 29 日～1月 3 日） 
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２ 施設利用状況【令和４年度実績】 

施 設 名 区 分 累  計 稼働率 

多目的ホール 
人 数 8,048 

22.7% 
件 数 726 

グラウンド 
人 数 922 

4.3% 
件 数 44 

文化交流室 
人 数 1,476 

13.0% 
件 数 250 

和 室 
人 数 1,093 

4.4% 
件 数 63 

調理実習室 
人 数 461 

2.0% 
件 数 26 

研 修 室 
人 数 1,786 

6.4% 
件 数 73 

会 議 室 
人 数 758 

6.9% 
件 数 89 

合 計 
人 数 14,544 

9.0% 
件 数 1,271 

   ※稼働率は、使用時間÷使用可能時間とする。 

 

３ 登録グループ 

令和４年度登録団体数：20 団体（延べ 296 人） 

 

広野市民センター 

 

１ 広野市民センターの概要 

(1)  施 設 名  三田市広野市民センター 

（2） 所 在 地  三田市上井沢 28 番地 1 

(3) 敷地面積  3,919 ㎡ 

（4） 施設構造  鉄筋コンクリート造 2階建 

（5） 延床面積  1,652 ㎡(1 階 967 ㎡、2階 686 ㎡) 

（6） 開 館  平成 8年 4月 1日 

（7） 施設内容  ア 1 階 

市民サービスコーナー・事務室・大会議室・和室・調理室・幼児室・談話

コーナー・図書コーナー 

イ 2 階 

多目的ホール・中会議室・小会議室・創作室・ミーティングルーム他 

ウ 駐車場(収容台数 98 台 うち身体障害者用 2 台) 
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（8） 開館時間  午前 9時～午後 10 時 (サービスコーナーは平日の午後 5時 30 分まで) 

（9） 休 館 日  毎月第 2 水曜日(祝日の場合は開館） 

         年末年始（12 月 29 日～1月 3日） 

 

２ 施設利用状況【令和 4年度実績】 

施 設 名 区 分 累  計 稼働率 

大 会 議 室 
人 数 7,551 

24.1% 
件 数 387 

和 室 
人 数 4,674 

20.7% 
件 数 457 

調 理 室 
人 数 1,056 

5.8% 
件 数 48 

幼 児 室 
人 数 459 

5.1% 
件 数 66 

多目的ホール 
人 数 12,885 

29.7% 
件 数 527 

中 会 議 室 
人 数 6,193 

25.4% 
件 数 424 

小 会 議 室 
人 数 2,640 

23.1% 
件 数 404 

創 作 室 
人 数 1,157 

14.7% 
件 数 222 

ミーティングルーム 
人 数 2,873 

24.1% 
件 数 404 

合 計 
人 数 39,488 

19.8% 
件 数 2,939 

   ※稼働率は、使用時間÷使用可能時間とする。 

 

３ 登録グループ 

令和 4年度登録団体数：32 団体（延べ 416 人） 

 

ふれあいと創造の里 

 

１ ふれあいと創造の里の概要 

(1) 施 設 名   三田市ふれあいと創造の里 

(2) 所 在 地   三田市四ツ辻 1129 番地 1 

(3) 敷地面積  36,263 ㎡ 

(4) 施設内容  ア 本庄ふれあいセンター（午前 9 時～午後 10 時） 

(ｱ) 施 設 構 造  鉄骨造平屋建て 

(ｲ) 延べ床面積 391 ㎡ 

(ｳ) 開 館  平成 25 年 4 月 2日 
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(ｴ) 施 設 内 容  市民サービスコーナー、大会議室・小会議室など 

（サービスコーナーは平日の午後 5 時 15 分まで） 

         イ トータルライフ向上センター（午前 9時～午後 10 時） 

(ｱ) 施 設 構 造  木造平屋建て 

(ｲ) 延べ床面積 286 ㎡ 

(ｳ) 開 館  昭和 62 年 5 月 13 日 

(ｴ) 施 設 内 容  創作活動室、加工室 

ウ 新陶芸館（午前 9時～午後 5時） 

(ｱ) 施 設 構 造  鉄筋コンクリート造 2階建て 

(ｲ) 延べ床面積 602 ㎡ 

(ｳ) 開 館  平成 6年 7月 26 日 

(ｴ) 施 設 内 容  作業室・展示室 

エ 旧陶芸館（午前 9時～午後 5時） 

(ｱ) 施 設 構 造  鉄骨造平屋建て 

(ｲ) 延べ床面積 312 ㎡ 

(ｳ) 開 館  昭和 63 年 6 月 28 日 

(ｴ) 施 設 内 容  作業室 

オ 勤労者体育センター（午前 9時～午後 9時） 

(ｱ) 施 設 構 造  鉄筋コンクリート造一部鉄骨造平屋建て 

(ｲ) 延べ床面積 825 ㎡ 

(ｳ) 開 館  平成元年 9月 1日 

(ｴ) 施 設 内 容  アリーナ 649 ㎡（バレーボールコート 2 面） 

カ ふれあいプール 

(ｱ) 施 設 構 造  プール管理棟 鉄筋造平屋建て プール FRP 製 

(ｲ) 延べ床面積 383 ㎡（管理棟） 

(ｳ) 開 場  平成 4年 6月 12 日 

(ｴ) 施 設 内 容  ・変形大プール 水面積 1,000 ㎡ 

(噴水付、水深 90 ㎝・70 ㎝） 

・幼児プール 水面積 160 ㎡ 

(人工滝、水深 0㎝～40 ㎝） 

・管理室・更衣室・ロッカー室 

・自動販売機コーナー 

(ｵ) 開 場 期 間 7 月 15 日～8月 31 日まで。開場期間中は無休 

(ｶ) 開 場 時 間 午前 10 時～午後 5 時 

キ 多目的グラウンド（午前 9 時～午後 5 時） 

(ｱ) 面 積 10,000 ㎡ 

(ｲ) 開 場 平成 9 年 4月 12 日 

(ｳ) 施 設 内 容 少年野球：両翼 85ｍ、センター90ｍ 

少年サッカー：50ｍ×70ｍ 

ミニラグビー：38ｍ×70ｍ 
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(5) 休 館 日  毎週月曜日(多目的グラウンド、勤労者体育センターは祝日の場合は開館） 

※多目的グラウンドは、月曜日が祝日に重なった場合は翌日（平日）が休館日 

年末年始（12 月 29 日～1 月 3日） 

２ 施設利用状況【令和 4年度実績】 

施  設  名 区分 累計 稼働率 

本庄ふれあいセンタ

ー 
大・小会議室 

人数 10,743 
21.1 % 

件数 595 

トータルライフ向上

センター 

加工室 
人数 1,226 

26.4 % 
件数 308 

創作活動室 
人数 4,262 

26.6 % 
件数 609 

陶芸館 陶芸教室受講者 
人数 4,424 

66.9 % 
件数 609 

勤労者体育センター 体育館 
人数 11,140 

45.3 % 
件数 1,421 

ふれあいプール プール 
人数 11,951 

 
日数 48 日 

多目的グラウンド グラウンド 
人数 5,736 

32.0 % 
件数 144 

合計 
人数 49,482 

31.952 % 
件数 3,686 

 ※稼働率は、使用時間÷使用可能時間とする。 

※陶芸館の稼働率は、使用回数÷使用可能回数（１日につき、2 回）とする。 

※合計件数には、プール日数を含めていない。 

 

３ 文化施設登録グループ 

令和 4年度登録団体数：13 団体（延べ 186 人） 

 

藍市民センター 

 

１ 藍市民センターの概要 

(1) 施 設 名  三田市藍市民センター 

(2) 所 在 地  三田市大川瀬 1307 番地 44 

(3) 敷地面積  15,937 ㎡ 

(4) 施設構造  鉄筋コンクリート造 2階建て 

(5) 延床面積  1,748 ㎡（1階 1,052 ㎡、2階 696 ㎡） 

(6) 開 館   平成 12 年 8 月 1日 

(7) 施設内容  ア 1 階 

市民サービスコーナー・事務室・研修室・調理室・幼児室・和室・創作室・

談話コーナー・くつろぎコーナー・ギャラリー 
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イ 2 階 

多目的室・視聴覚室・ミーティングルーム・談話コーナー・ギャラリー 

ウ 駐車場（収容台数 68 台・うち身体障害者用 4台） 

(8) 開館時間  午前 9 時～午後 10 時（サービスコーナーは平日の午後 5時 30 分まで） 

(9) 休 館 日   毎月第 2火曜日（祝日の場合は開館） 

           年末年始(12 月 29 日～1月 3日) 

 

２ 施設利用状況【令和４年度実績】 

施 設 名 区 分 累  計 稼働率 

研 修 室 
人 数 1,661 

12.6% 
件 数 193 

調 理 室 
人 数 83 

1.0% 
件 数 13 

幼 児 室 
人 数 300 

3.0% 
件 数 79 

和 室 
人 数 816 

6.5% 
件 数 134 

創 作 室 
人 数 740 

8.6% 
件 数 148 

多 目 的 室 
人 数 12,952 

32.8% 
件 数 956 

視 聴 覚 室 
人 数 4,433 

14.8% 
件 数 223 

ミーティングルーム 
人 数 1,563 

15.8% 
件 数 307 

合 計 
人 数 22,548 

14.2% 
件 数 2,053 

    ※稼働率は、使用時間÷使用可能時間とする。 

 

３ 登録グループ 

令和 4年度登録団体数：37 団体（延べ 506 人） 

 

 

フラワータウン市民センター 

 

１ フラワータウン市民センターの概要 

(1) 施 設 名   三田市フラワータウン市民センター 

(2) 所 在 地   三田市武庫が丘 7丁目 3番地 1 

(3) 敷地面積  5,334 ㎡ 

(4) 施設構造  鉄筋コンクリート造 2階建て 
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(5) 延床面積  2,792 ㎡ 

(6) 開 館   平成 7年 5月 1 日 

(7) 施設内容  ア 1 階 

ホール・リハーサル室・第 1楽屋・第 2楽屋・会議室・管理室・事務室（サ

ービスコーナー）・調理室（Ｈ27 年 4 月 1日開設） 

イ 2 階 

第 1和室・第 2和室・視聴覚室・多目的室・ミーティングルーム・工作室・ 

プレイルーム・その他（図書コーナー・展示等） 

ウ 駐車場（収容台数 75 台 うち身体障害者用 2台） 

(8) 開館時間  午前 9 時～午後 10 時（サービスコーナーは平日の午後 5時 30 分まで） 

(9) 休 館 日  年末年始（12 月 29 日～1月 3日） 

       毎月第２水曜日（祝日の場合は開館） 

 

２ 施設利用状況【令和 4年度実績】 

施設名 区分 累計 稼働率 

ホ ー ル 
人 数 16,111 

26.9% 
件 数 296 

リハーサル室 
人 数 2,399 

72.7% 
件 数 1,528 

第 1 楽 屋 
人 数 2,024 

70.8% 
件 数 1,345 

第 2 楽 屋 
人 数 236 

6.8% 
件 数 45 

多 目 的 室 
人 数 12,780 

53.4% 
件 数 995 

和 室 
人 数 4,787 

19.6% 
件 数 568 

視 聴 覚 室 
人 数 13,891 

46.5% 
件 数 744 

工 作 室 
人 数 4,290 

33.0% 
件 数 517 

プレイルーム 
人 数 6,757 

24.8% 
件 数 509 

会 議 室 
人 数 6,981 

35.2% 
件 数 884 

ミーティングルーム 
人 数 5,972 

44.0% 
件 数 899 

調 理 室 
人 数 932 

6.3% 
件 数 69 

82



合 計 
人 数 77,160 

35.3% 
件 数 8,399 

 

リモートワーク＆ 

スタディブース１ 
件 数 279 55.3% 

リモートワーク＆ 

スタディブース２ 
件 数 107 15.0% 

リモートワーク＆ 

スタディブース３ 
件 数 115 23.0% 

合 計 件 数 501 31.1% 

※稼働率は、使用時間÷使用可能時間とする。 

 

３ 登録グループ 

令和 4年度登録団体数：73 団体（延べ 1,413 人） 

 

 

ウッディタウン市民センター 

 

１ ウッディタウン市民センターの概要 

(1) 施 設 名   三田市ウッディタウン市民センター 

 (2) 所 在 地   三田市けやき台 1丁目 4 番地 1 

(3) 敷地面積  8,800 ㎡ 

(4) 施設構造  鉄筋コンクリート造 2階建て 

(5) 延床面積  4,629 ㎡ 

(6) 開 館   平成 17 年 5 月 31 日 

(7) 施設内容  ア 1 階 

市民サービスコーナー・事務室・和室・青少年プラザ・市民ギャラリー 

イ 2 階 

             大集会室・多目的室・会議室・創作室・プレイルーム・母子室・調理             

室・視聴覚室・市民ギャラリー・リモートワーク＆スタディブース 

ウ  駐車場（収容台数 130 台 うち身体障害者用 4台） 

(8) 開館時間  午前 9 時～午後 10 時（サービスコーナーは平日の午後 5時 30 分まで） 

(9) 休 館 日   毎月第 2火曜日(祝日の場合は開館) 

年末年始(12 月 29 日～1 月 3日)        

 

２ 施設利用状況【令和 4年度実績】 

施 設 名 区 分 累  計 稼働率 

大 集 会 室 
人 数 25,126 

29.6% 
件 数 435 
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多 目 的 室 
人 数 22,092 

64.8% 
件 数 1,652 

会 議 室 1 
人 数 13,399 

44.9% 
件 数 918 

会 議 室 2 
人 数 6,319 

50.3% 
件 数 836 

会 議 室 3 
人 数 5,680 

38.4% 
件 数 698 

創 作 室 
人 数 5,369 

35.1% 
件 数 541 

プレイルーム 
人 数 2,990 

17.9% 
件 数 481 

調 理 室 
人 数 1,774 

10.4% 
件 数 161 

視 聴 覚 室 
人 数 9,901 

33.7% 
件 数 562 

パントリー 
人 数 257 

15.9% 
件 数 198 

和 室 
人 数 3,169 

21.9% 
件 数 496 

合 計 
人 数 96,076 

33.0% 
件 数 6,978 

       

リモートワーク＆ 

スタディブース１ 
件 数 200 41.4% 

リモートワーク＆ 

スタディブース２ 
件 数 37  5.2% 

リモートワーク＆ 

スタディブース３ 
件 数 87 15.4% 

合 計 件 数 324 20.7% 

※稼働率は、使用時間÷使用可能時間とする。 

※リモートワーク＆スタディブースは令和４年６月より供用開始。 

 

３ 登録グループ 

令和 4年度登録団体数：54 団体（延べ 1,085 人） 
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まちづくり協働センター（消費生活センター） 

 

１ まちづくり協働センターの運営 

(1) 施設概要 

所 在 地 三田市駅前町 2番 1 号 三田駅前一番館（キッピーモール）６階 

休 館 日 12 月 29 日～1月 3 日 

開 館 時 間 10時 00分～22時 00分 

施 設 機 能 

・行政サービスコーナー 

・各種貸し施設（多目的ホール、講座室、大会議室、会議室、幼児室、調理

実習室、創作室、パントリー、企画展示スペース、レンタルオフィス） 

・各プラザ（市民活動推進、人権・男女共同参画、国際交流、いきがい応援） 

・消費生活センター 

・駅前子育て交流ひろば、情報交流広場、ＩＴラボ、図書コーナー 

施 設 面 積 3,019 ㎡（913 坪） 

(2) 施設利用状況 

ア 会議室利用状況    ※1 稼働率：施設ごとの利用可能時間に占める利用時間の割合 

施設名称 区分 累計 稼働率(※) 

多目的ホール 

全 室 
人数 11,549 

24.04% 

件数 216 

３分の２ 
人数 4,947 

件数 184 

３分の１ 
人数 5,908 

件数 363 

講 座 室 
人数 7,288 

37.45% 
件数 488 

大 会 議 室 
人数 5,901 

47.03% 
件数 555 

会 議 室 ３ 
人数 2,352 

35.55% 
件数 606 

会 議 室 ４ 
人数 2,121 

33.37% 
件数 469 

会 議 室 ５ 
人数 3,187 

31.64% 
件数 442 

幼 児 室 
人数 2,709 

18.84% 
件数 335 

調 理 実 習 室 
人数 549 

7.02% 
件数 67 

創 作 室 
人数 1,567 

19.70% 
件数 269 
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パ ン ト リ ー 
人数 272 

9.33% 
件数 80 

企画展示スペース・ギャラリー 
人数 918 

 
件数 84 

合  計 
人数 49,268 

27.52% 
件数 4,158 

   イ 施設等利用状況 

施設等名称 人数等 

プラザ 

市民活動推進プラザ 1,399 人 

人権・男女共同参画プラザ 932 人 

国際交流プラザ 4,104 人 

いきがい応援プラザ 893 人 

消費生活センター 1,108 件 

駅前子育て交流ひろば 3,506 人 

情報交流広場 111,170 人 

レンタルオフィス（3区画） 2 区画 

ロッカー（48 個） 32 個 

メールボックス（48 個） 39 個 

パソコン機器 2,108 件 

印刷機 1,363 件 

コピー機 10,821 枚 

拡大機 81 件 

図書貸出冊数 124 冊 

センター登録団体数 178 団体 

貸館施設利用者登録数 3,922 件 

 

２ 行政サービスコーナー 

(1) 取扱時間 

 10 時 00 分～18 時 00 分 月曜～日曜・祝日 ※年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）を除く。 

(2) 公金収納業務 

 件 数 金 額（円） 

市県民税 71 1,557,140 

固定資産税 152 4,382,260 

軽自動車税 22 189,790 

国民健康保険税 117 1,249,174 

上下水道使用料 18 125,794 

その他 1,035 7,570,993 

合計 1,415 15,075,151 

※「その他」は、介護保険料、し尿処理手数料、霊苑年間管理料、市営住宅使用料、学校給

86



食費、幼稚園保育料、保育所保護者負担金 等 

(3) 市指定ごみ収集袋及び市刊行物等の販売 

ア 市指定ごみ収集袋の販売   販売数： 90 袋 

イ 市刊行物等の販売       販売数：  5 冊 

(4) 行政及び法律等の相談 

ア 法律相談 

開 催 日：毎週水曜、第 3土曜 13 時 30 分～16 時 00 分 

受付方法：予約制（電話、来所）。開催日の前週同曜日から受付。一日の相談人数は 5人。 

相談方法：弁護士による面談。弁護士 1人が対応。（兵庫県弁護士会から派遣） 

※弁護士の派遣については、兵庫県弁護士会と業務委託契約を締結。 

(ｱ) 開催実績  開催日数:62 日  利用件数:302 組 

(ｲ) 分野別相談件数（注：利用件数 1組あたり複数の相談分野になる場合がある。） 

分 野 件 数  分 野 件 数 

民

事 

家事 148 交通事故 10 

不動産 50 サラ金・クレジット等 6 

損害賠償 20 消費者 5 

債権・債務 18 民暴 0 

倒産 2 刑事 3 

労働 17 少年事件 0 

知的財産権等 1 その他 23 

渉外 1 相談件数合計 304 

イ 行政相談 

開 催 日：毎月第 2 木曜 

相談方法：行政相談委員（総務大臣委嘱、任期 2年）2人による面談 

相談内容：国政に関する苦情や意見、要望など 

利用件数：4 件 

 

３ 消費生活センター 

(1) 消費生活行政の企画、調査及び推進 

(2) 消費生活に関する情報の収集及び啓発 

ア 消費生活講座の開催 

講座名 テーマ 開催日 受講者数 

消費生活出

前講座 

悪質商法のほか、食の問題や金銭教育など消費生

活に関すること 

8～3 月 

（6回） 

121 人 

市政出前講

座 

ﾒﾆｭｰ ・消費者トラブルを知って被害を防ごう 

・契約を知ってトラブルを防ごう 

9～2 月 

（3回） 

52 人 

消費者教育

講座 

・食品ロスを削減するには？ 

・SDGｓ講座お正月を飾りましょう！ 

（オンライン参加可） 

8 月､12 月 

（2 回） 

11 人、16 人 

（計 27 人）
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イ 市広報誌、市ホームページ、市フェイスブック、地域ＦＭラジオ放送等での啓発・情報発

信、消費生活センターの周知 

 ・市広報誌に「消費生活情報」を掲載（12 回） 

・市ホームページで、消費者トラブル等に関する注意喚起（随時） 

・地域ＦＭラジオ放送で、消費生活に関する情報発信（毎月第 3 月曜・年 12 回） 

・市内や近隣自治体で発生する消費者トラブル（公的機関を名乗る不審電話、悪質商法、水

回り修理の高額請求等）の消費者被害を防止するため、三田警察署、危機管理課、上下水

道部と連携し、さんだ防災・防犯メールを活用し注意喚起 

(3) 消費者被害防止のための地域、関係機関との連携 

  ア 自治会、まちづくり協議会、民生委員児童委員、老人クラブ連合会等への見守り依頼、情

報提供 

    イ 地域担当及び地域ごとの地域包括支援センターに情報提供（会議参加及びメールによる資

料提供）を行い、市民への注意喚起・啓発の協力を依頼 

 (4) 通話録音装置貸与事業 

悪質商法や特殊詐欺から狙われやすい高齢者を見守り、消費者被害、詐欺等の防止のため、 

令和 2年度から開始。貸出台数 15 台。 

 (5) 若年者の消費者被害防止のための取り組み 

  ア 成人式会場で参加者全員に啓発リーフレットを配布（参加者 731 人）、市ホームページで

若者向け注意喚起情報を掲示 

イ 毎月 18 歳になる市民に送付する啓発資料の作成（発送は若者のまちづくり課） 

ウ 校長会での啓発教育事業の案内 

(6) 消費生活相談 

  ア 所 在 地：三田駅前一番館（キッピーモール）6階 まちづくり協働センター内 

  イ 開設時間：10 時 00 分～17 時 00 分 

毎週月曜日～金曜日及び第 2・4土曜日（ただし、祝日・年末年始を除く。） 

ウ 相談件数 

(ｱ) 分類別件数（単位：件） 

分類別 苦情 問い合わせ・要望 合計 

商品一般 88 9 97 

食料品 66 8 74 

住居品 37 5 42 

光熱水品 11 13 24 

被服品 63 5 68 

保健衛生品 90 8 98 

教養娯楽品 85 8 93 

車両・乗り物 18 1 19 

土地・建物・設備 18 7 25 

他の商品 2 0 2 

クリーニング 3 0 3 

レンタル・リース・貸借 21 7 28 
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工事・建築・加工 46 20 66 

修理・補修 35 3 38 

管理・保管 2 1 3 

役務一般 9 0 9 

金融・保険サービス 76 5 81 

運輸・通信サービス 69 7 76 

教育サービス 2 1 3 

教養・娯楽サービス 95 10 105 

保健・福祉サービス 45 12 57 

他の役務 40 13 53 

内職・副業・ねずみ講 5 0 5 

他の行政サービス 9 3 12 

他の相談 3 24 27 

計 938 170 1,108 

(ｲ) 契約当事者の年齢別件数 

年齢 件数（件） 割合（％） 

１０歳未満 3 0.3% 

１０歳代 21 1.9% 

２０歳代 79 7.1% 

３０歳代 108 9.8% 

４０歳代 105 9.5% 

５０歳代 152 13.7% 

６０歳代 211 19.0% 

７０歳代 194 17.5% 

８０歳代 100 9.0% 

９０歳代 14 1.3% 

１００歳代 0 0.0% 

その他・不明 121 10.9% 

合計 1,108 100% 

(7) 各種立入検査事務                    （単位：店舗） 

計量法に基づく立入検査 6 

家庭用品品質表示法・消費生活用製品安全法に基づく立入検査等 2 

電気用品安全法・ガス事業法に基づく立入検査等 3 

 (8) 特定計量器（はかり）定期検査 

   令和４年 11 月 21 日(月)から令和４年 12 月 15 日(木)まで実施 

(9) 消費者団体との連携・調整  

＜三田市消費者協会＞ 

ア 目的：消費生活に関する知識の普及と調査、公正な情報の提供を通じ、消費者の妥当な意
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見を関係機関に反映させ、消費者･生産者・販売者の協力により消費者物価の適正

化と市民の消費生活の向上を図ることを目的とし、昭和 45 年に設立された。 

イ 会員：43 人   

ウ 事業 

   (ｱ) 定例活動 

    ・理事会（月 1 回） 

・「消費者だより」発行（年 7回） 

・消費生活に関するセミナー参加 

・くらしの研究 

ＥＭぼかしで生ごみの堆肥化活動（月 1回） 

リフォーム教室（不定期） 

(ｲ) 三田市委託事業 

 ・消費生活に関する講座等の開催（年 2 回） 
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文化スポーツ課 

 

１ 社会教育の推進・生涯学習の振興 

（1）生涯学習審議会の運営 

   三田市における生涯学習にかかる事項を幅広い見地から審議し、意見を求める。 

委員 9 名（任期：令和 3 年 7 月 2 日から令和 5 年 7 月 1 日） 

（構成：学識経験者、市長及び教育委員会が必要と認める委員、市民委員） 

内容：生涯学習の総合的な推進及び振興並びに社会教育の施策に関する事項に

ついて、調査審議する。 

内容：開催回数 2 回 

 

（2）野外活動センターの管理運営（指定管理者：NPO 法人ナック） 

  市民に野外活動、レクリエーション及び集団生活の場を提供し、心身の健全な発

達と明るく豊かな市民生活の形成に寄与するための活動を行う。 

     指定期間：令和 2 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで 

   内容：天体観望会、キャンプ体験やリバークライミング等、自然と親しむ催し

を開催、施設での宿泊・滞在・バーベキューなど  
利用者数：32,744 人  

 

（3）ガラス工芸館の管理運営（指定管理者：NPO 法人グラスクラフト協会） 

市民の文化の振興に寄与するため、文化体験施設として活動を行う。 

     指定期間：平成 31 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで 

内容：ガラス体験および講座の開催（吹きガラス、バーナーワーク、サンドブ

ラスト） 

利用者数：14,540 人 

 

（4）有馬富士自然学習センターの管理運営（指定管理者：公益財団法人兵庫県園芸・公園

協会） 

     指定期間：令和 3 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで 

来館者数：75,947 人  

 

  ア 有馬富士自然学習センタープログラム運営事業（委託：兵庫県立人と自然の博物

館） 

市民が自然と親しみ、自然環境について学ぶことにより、自然の営みを尊重する

心を培い、もって青少年の健全育成とふるさと意識の醸成に寄与するための活動を

行う。 

     委託期間：令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで 

   内容：（管理運営業務）展示交流活動、コミュニケーター支援活動、自然環境啓

発活動、イベント交流活動など 

（プログラム運営）常設展、企画展とワークショップ、人材育成、学校教育支

援、連携・アウトリーチ事業、自然情報調査事業など 
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（5）図書館の管理運営（指定管理者:TRC 三田） 

指定管理者との協働により、新たなニーズや時代の変化に対応しながら、地域に

貢献する知の情報拠点、市民や地域とつながり、市民が学ぶ機会を館外にも広げる

図書館の実現をめざす。 

指定期間：平成 31 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで 

ア 図書館資料の収集 

       図書資料     10,396 冊           17,046,173 円 

      逐次刊行物   1,464 冊（雑誌のみ）   2,954,001 円 

      視聴覚資料      9 点              104,170 円 

（合計額   20,104,344 円） 

イ 主要運営指標（全館）※貸出人数・点数は、団体・相互貸出を含む 

  事 項 令和 4 年度 令和 3 年度 

入館者数 508,721 人 474,547 人 

貸出人数 290,077 人 301,920 人 

貸出点数 947,264 点 1,009,171 点 

ウ 三田市立図書館運営評価委員会の運営 

  委員 6 名（任期：令和 4 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで） 

     （構成：学識経験者、市長及び教育委員会が必要と認める委員、市民委員） 

内容：指定管理者の管理運営状況を評価する会議を開催 

 

（6）心道会館の管理運営(指定管理者：株式会社清光社) 

   市民がスポーツ活動を通じて心身の健全な発達を図るとともに市民相互の交流、市

民文化の向上及び健康増進に寄与するための施設運営を行う。 

指定期間：令和 4 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日まで 

  内容：利用促進（ホームページ、心道会館だより）、サービス向上（ご意見箱設

置、利用団体アンケート） 

   施設利用状況：1,975 件 17,079 人 

 

（7）市民生活教養講座（知的、視覚、聴覚に障害のある方の社会参加を促す。） 

講座名 回数 延べ参加者数 

障害者交流サロン 10 57 

阪神青い鳥北支部学級 3   32 

阪神くすの木学級 2 0 

 

（8）社会教育関係団体との連絡調整 

団体名 三田ユネスコ協会 発 足 昭和 39 年 7 月 

会員数 50 人 （令和 5 年 3 月 31 日現在） 

目 的 
日本ユネスコ協会連盟の定款・諸規定に基づき、教育、科学、文化を

通じて国際理解と世界平和に貢献し、併せて会員相互の親睦を図る。 
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主事業 

「絵で伝えよう！わたしの町のたからもの」絵画展 

書き損じはがきキャンペーン 

平和の鐘を鳴らそう 

 

２ 文化財保護及び市史編さん 

（1）指定文化財管理事業 

指定文化財を保存継承するため、防災設備等の保守管理及び保存修理等事業の補助を行う。 

防災設備等保守管理（6 か所） 

国指定文化財：高売布神社本殿・狛犬、住吉神社本殿、御霊神社本殿 

市指定文化財：乙原天満神社本殿、酒滴神社本殿、駒宇佐八幡神社本殿・舞殿・長床 

指定文化財保存修理事業補助（2 か所） 

県指定文化財：大原大歳神社本殿檜皮葺保存修理、大川瀬住吉神社舞殿茅葺保存修理 

 

（2）文化財保護審議会の運営  

委員 5 名（任期：令和 4 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで）（構成：学識経験者） 

必要または諮問に応じて新規指定文化財候補物件、文化財の保存と活用のための審議と提言な

どを行う。 

 

（3）市指定文化財の指定 

三田市文化財保護条例に基づき、文化的価値の高い文化財を市指定文化財に指定する。 

指定文化財数(令和 5 年 3 月 31 日現在）：107 件（国指定 11 件、県指定 28 件、市指定 68 件） 

 

（4）埋蔵文化財発掘調査事業 

土木工事等によって破壊されるおそれのある遺跡を調査し、図面・写真などによる保存を実施。

出土品については整理を行い展示活用する。 

ア 届出に基づく確認調査：屋敷町遺跡他 3 件、工事立会：下相野・上沢明田遺跡他 8 件 

 

（5）埋蔵文化財包蔵地照会事務  

   開発事業等に伴う埋蔵文化財包蔵地の事前照会への対応  件数：261 件 

 

（6）銃砲、刀剣類の保護及び登録  

   銃砲刀剣類所持取締法による古式銃砲及び刀剣類の登録申請の案内事務。 

（登録事務は、兵庫県教育委員会にて実施） 

 

（7）史跡名勝 天然記念物の保護  

  特別天然記念物オオサンショウウオ生息状況調査（継続） 

調査場所：武庫川水系武庫川本流及び各支流/調査（一社）兵庫県自然保護協会 

滋賀県で発見された三田市産特別天然記念物オオサンショウウオの引取り・放流 

 

（8）文化財施設の管理運営 
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ア 歴史資料収蔵庫の管理運営 

(ｱ)歴史資料の収蔵及び保存 

(ｲ)考古資料：コンテナ約 4,900 箱（市指定文化財含む）、民俗資料：約 8,000 件 

イ 文化財施設 3 館の管理運営 

(ｱ)三輪明神窯史跡園 

a 県指定の遺跡を活用した体験学習施設 

b 来園者数：4,355 人 

c 主な活動：史跡の保存公開及び全世代を対象とした体験学習の実施。 

      常設展示（三田焼及び窯跡出土品） 

(ｲ)旧九鬼家住宅資料館 

a 明治の歴史的建造物（県指定）としての特性を活かした運営 

b 来館者数：3,997 人  

c 主な活動:2 階特別公開: 6 回 271 人、企画展示、イベント 

(ｳ)三田ふるさと学習館 

ａ市所蔵資料を活用した郷土学習・体験学習及び展示などを実施 

b 来館者数：6,599 人 

c 主な活動：小学校郷土学習支援 8 校 404 人、企画展示・イベント 

 

（9）文化財公開・活用事業 

市所蔵の文化財資料を学校教育現場や各種団体へ貸出するなどの手法により公開・活用

を図る。 

ア 資料展示  

図書館特別展示室：三田焼名品展、市庁舎ロビー（雛飾り、三田青磁）、など 

イ 市所蔵資料貸出 

(ｱ)貸出資料：埋蔵文化財、三田焼、民俗資料、歴史資料 他   

(ｲ)貸出先：兵庫陶芸美術館、愛知県陶磁美術館、神戸市埋蔵文化財センター、団

体等 

 

（10）市史編さん 

市史の編さんを通じて蓄積された地域資料の保存と、事業成果・文化財情報の市民へ

の還元・普及活動を推進する。 

ア 地域資料の収集・整理 

地域資料の共同研究事業：学術的価値の特に高い資料を対象に、継続して神戸大

学大学院人文学研究科地域連携センターと目録作成等を実施。 

イ 普及活動 

(ｱ)主な直営事業 

a 調査相談業務：歴史的事項に関する庁内・外からの照会等への対応｡ 

b 学校との連携事業：小学校郷土学習講師対応 

c 市ホームページによる情報提供（刊行物の概要、広報紙連載記事のバックナンバ

ー掲載等） 
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(ｲ)市民団体等との主な連携事業 

a 市立図書館の支援 

    b 市立図書館の電子図書館に対する資料提供 

(ｳ)歴史的価値を有する公文書の収集と保存 

 

３ 芸術および文化の振興 

（1）第 43 回三田市美術展(三田市総合文化センター指定管理事業) 

  絵画、彫塑・工芸、写真、書の 4 部門にわたり、市内外から作品を公募し、優秀作

品の表彰、展示を通して、芸術文化の高揚を図る。 

 

（2）第 55 回三田市民文化祭(三田市総合文化センター指定管理事業) 

   文化活動グループ、団体等、市民による作品展示、舞台発表の機会及び鑑賞機会を

提供することで、市民文化の高揚を図る。 

会期: 令和 4 年 11 月 1 日～11 月 27 日 場 所 ： 三 田 市 総 合 文 化 セ ン タ ー  

 

 

 

 

 

（3） 文化団体の支援 

三田市の文化振興を目的として文化団体、文化活動への支援を行う。 

文化振興団体補助 

・三田市吹奏楽団、三田市民オーケストラ、三田市文化協会、三田太鼓  

・三田市文化活動支援事業補助金（令和 4 年度対象事業 12 団体） 

  

（4）伝統文化推進事業 

市内の伝統文化の継承活動を支援するとともに活動の場を提供し、伝統文化の保

存・継承を推進する。 

  令和 4 年度の開催：2 回実施（三田音頭普及伝承活動） 

 

（5） 三田市総合文化センターの管理運営(指定管理者：JTB コミュニケーションデザイン

グループ) 

指定期間：令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで 

ア 文化振興事業 

(ｱ)市が指定する事業 

    三田市民文化祭（再掲）、三田市美術展（再掲）、第 33 回シティフレッシュコ

ンサート  

会  期 場  所 出品点数 入賞・入選点数 入場者数 

R5.1.24～1.29 三田市総合文化センター 229 点 126点  801 名 

部 門 内 容 出品・出演者数 

展示関係 展 示 発 表  24 団体・10 個人 824 作品 

舞台発表 音 楽 、 伝 統 芸 能 、 ダ ン ス 等  35 団体 549 人 

各団体主催事業 舞 台 発 表 、 展 示 発 表  7 団体 
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(ｲ)鑑賞事業(クラシック、ポピュラー、映像)：17 事業 5,700 人 

   (ｳ)親子鑑賞・参加型事業（ワークショップ）：13 事業 879 人 

   (ｴ)青少年芸術鑑賞事業：3 事業 2,054 人 

      (ｵ)その他（利用者意見交換会、YouTube 公式チャンネル運営等） 

イ 施設の運営 

 (ｱ)施設利用状況   

※年間開館日数：313 日 

施設名 利用件数 稼働日数 稼働率 利用人数(人) 

大ホール 166 152 48.3% 57,296 

小ホール 219 194 61.9% 25,229 

展示室 158 155 49.4% 13,560 

リハーサル室 689 307 98.1% 17,830 

練習室１ 704 304 97.1% 2,496 

練習室２ 899 310 99.1% 1,764 

練習室３ 1202 313 100% 2,650 

録音室 0 0 0% 0 

会議室１ 221 197 62.9% 5,942 

会議室２ 183 169 54.0% 5,034 

会議室３ 178 167 53.4% 1,849 

和室１ 46 45 14.3% 
865 

和室２ 131 124 39.6% 

ワ ー キ ン グ ブ ー ス  139 132 42.2% 7,522 

託児室 14 21 6.7% 36 

窓口    6,887 

文 化 情 報 コ ー ナ ー     684 

館内    6,333 

合計（平均） 4,949 2,590 55.1% 155,977 

 

ウ 総合文化センター運営評価委員会の運営 

指定管理者の管理運営状況を評価する会議を開催。 

 委員 8 名（第 8 期／任期：令和 3 年 7 月 1 日から令和 5 年 6 月 30 日まで） 

     （構成：学識経験者、市長が必要と認める委員、市民委員） 

 

（6）市庁舎コンサート事業 

開かれた市役所をめざし、市民文化活動の発表の場として本庁舎 1 階ロビーまたは

風の広場にて開催。 

  令和 4 年度の開催数 11 回、総来場者数 460 人 
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４  ス ポ ー ツ の 振 興  

(1)三田国際マスターズマラソン 

第 34回 三 田 国 際 マ ス タ ー ズ マ ラ ソ ン の 実 施  

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 影 響 に よ り 、 3年 ぶ り の 実 走 大 会 。  

期 日 ： 令 和 4年 12月 18日 （ 日 ）  

 

コ ー ス  ハ ー フ マ ラ ソ ン  フ ァ ン ラ ン  

ス タ ー ト  1 0： 30  1 0： 45  

申 込 者 数  

（ 男 女 比 ）  

2 , 7 3 2名  

（ 男 2, 3 0 5名 ・ 女 42 7名 ）  

3 6 9名  

（ 男 22 0名 ・ 女 14 9名 ）  

市 内 申 込 数  

（ 男 女 比 ）  

7 1 4名  

（ 男 60 6名 ・ 女 10 8）  

2 2 7名  

（ 男 14 7名 ・ 女 80名 ）  

出 走 者 数  

（ 男 女 比 ）  

2 , 2 8 0名  

（ 男 1, 9 1 4名 ・ 女 36 6名 ）  

3 0 1名  

（ 男 18 7名 ・ 女 11 4）  

完 走 者 数  

（ 男 女 比 ）  

2 , 0 7 2名  

（ 男 1, 7 7 9名 ・ 女 29 3名 ）  

3 0 1名  

（ 男 18 7名 ・ 女 11 4名 ）  

総 合 優 勝 タ イ ム  1時 間 6分 32秒  ―  

最 高 齢 者  男 性 84歳 ・ 女 性 80歳  ―  

遠 来 者  （ 北 ）北 海 道（ 南 ）宮 崎 県   

  ※ 運 営 ス タ ッ フ  ① 市 民 ボ ラ ン テ ィ ア  5 8 5名   ② 交 通 警 備 員  1 5 8名  

          ③ 三 田 警 察 署      7 0名   ④ 市 職 員    1 7 0名  

 

( 2 )ノ ル デ ィ ッ ク ・ ウ ォ ー キ ン グ の 普 及  

ア  さ く ら さ く ノ ル デ ィ ッ ク ・ ウ ォ ー キ ン グ 体 験 会 の 実 施  

期 日 ： 令 和 4年 4月 3日 （ 日 ）  

コ ー ス  武 庫 川 ウ ォ ー キ ン グ コ ー ス  

距 離  4 . 8㎞  

参 加 者 数  8 0人 （ 市 内 61人 、 市 外 19人 ）  

最 高 齢 者・最 年 少 者  最 高 齢 者 82歳 女 性 ・ 最 年 少 者 4歳 女 性  

     

  イ  さんだノルディック・ウォーキングフェスタ2022大会（WMG関西開催記念事業） 

    期日：令和4年10月22日（土） 

コース 
県立有馬富士公園ノルディック・ウォーキング特設コース 

健脚コース ファミリーコース 

距 離 4.7㎞ 2.3㎞ 

参加者数 83人（市内56人・市外27人） 78人（市内62人・市外16人） 

最高齢者・最年少者 最高齢者85歳男性・最年少者3歳女性 

 

ウ ウォーキングコース整備事業 

市民の健康・仲間づくりなどを推進することを目的に、市内各所にウォーキング
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コースを整備する。 

・ウォーキングコースの維持管理（10 コース） 

武庫川、有馬富士、千丈寺湖、母子・永沢寺、高平、大川瀬・つつじが丘、本

庄、フラワータウン、ウッディタウン、カルチャータウンコース（平成 27 年

整備済）。 

・ウォーキングコース利用の促進 

コースを活用したイベントの実施及びウォーキングマップの増刷改訂 

 

（3）スポーツ学習講座等の開催 

市民の健康体力づくり、仲間づくりやジュニア育成等を目的としてスポーツ教室

を開催する。また、生涯にわたり安全にスポーツ活動を行っていくため、知識・技

能を修得し生涯スポーツの推進を図る。 

   ア 市民スポーツ教室（三田市スポーツ協会へ委託し 9 教室を実施） 

    (ｱ) 派遣型スポーツスクール（8 種目、15 教室、373 人が参加） 

  (ｲ) 高齢者スポーツスクール(2 月に開催、延べ 47 人が参加) 

 (ｳ) 障害者スポーツスクール（水泳教室）（毎月第 1～4 日曜、NAS ｳｯﾃﾞｨﾀｳﾝで開

催、延べ 538 人が参加） 

 

（4）体育、レクリエーション推進事業 

各種スポーツ・レクリエーションを通じて、仲間づくり・地域、世代間交流・健

康、体力づくりの意識啓発等を目的としてスポーツ大会を実施する。 

ア 第 45 回三田市総合スポーツ大会（各種目別 22 大会を開催・3 大会が新型コロ

ナウイルス感染症拡大防止のため中止） 

イ スポーツレクリエーション振興事業 

     (ｱ)スポーツ「夢」プロジェクト推進事業 

「夢の教室」実施 

様々な競技の現役選手やＯＢ、ＯＧ、文化人といった方が「夢先生」とし

て、子どもたちと一緒に汗を流したり、自らの体験をもとに話を行う。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により中止。 

(ｲ)さんだファミリー・スポーツ・カーニバル＆市民チャレンジデー(322 人) 

ウ スポーツ活動支援事業 

市スポーツ協会加盟種目協会の組織強化及び競技力の向上を図るため、各種目大

会を支援する。また、全国大会及び国際大会に出場する選手への激励会等を実施

する。 

     (ｱ)市長杯大会の開催（12 種目別競技大会の実施・2 大会が新型コロナウイルス

感染症拡大防止のため中止） 

     (ｲ)激励会・報告会等の実施 

 

（5）地域スポーツ活動支援事業（地域スポーツクラブ育成事業） 

   市内各小学校区に設立されたスポーツクラブ 21（20 団体）に対して支援を行う。 
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 ア スポーツクラブ 21 ひょうご推進事業 

    「スポーツクラブ 21 ひょうご」三田市推進委員会 

(ｱ)三田市推進委員会の運営 

(ｲ)スポーツクラブ 21 基金管理 

イ 地域スポーツクラブの連携 

スポーツクラブ 21 さんだ連絡協議会 

(ｱ)スポーツクラブ 21 さんだ連絡協議会の開催 

(ｲ)スポーツクラブ 21 さんだ交流フェスタ（新型コロナウイルス感染症拡大防

止のため中止） 

(ｳ)阪神地区ブロック域交流フェスティバル（参加申込者が少数のため中止） 

(ｴ)地域スポーツクラブ運営委員会との連携 

 

（6）スポーツ関係団体支援 

ア 三田市スポーツ協会（加盟：27 種目協会）（R4 年 4 月改称） 

  イ 三田市体育振興会連絡協議会（8 地区体育振興会） 

 

（7）スポーツ推進委員会の運営 

スポーツ推進のため実技指導、助言、組織の育成、行事等の協力を行う。 

委員 20 名（任期：令和 4 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで） 

（構成：地域・スポーツ活動団体、市民委員） 

ア スポーツ推進委員会（12 回／年） 

イ 阪神北地区スポーツ推進委員会（総会・理事会・実技研修会） 

ウ 県・近畿・全国スポーツ推進委員会 

 

（8）学校施設開放事業 

   学校施設を学校教育のみの場としてではなく、広く地域住民の生涯学習活動拠点と

して活用する。ただし、地域スポーツクラブを行っている学校体育施設は除く。（地

域スポーツ活動支援事業の実施）※中学校 7 校（延べ 46 団体） 

 

（9）三田市スポーツ推進審議会の運営 

スポーツ基本法第 31 条に基づくスポーツ推進審議会を開催する。第 2 次スポーツ推

進基本計画の進捗管理。第 3 次三田市スポーツ推進基本計画案の策定。 

委員 14 名（任期：令和 3 年 7 月 20 日から令和 5 年 7 月 19 日まで） 

（構成：学識経験者、地域・スポーツ活動団体、市民代表） 

    内容：開催回数 5 回 

 

（10）友好都市鳥羽市との交流事業（スポーツ交流） 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 
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市 民 課 

 

１ 戸籍・住民基本台帳等 

（1） 戸 籍 

ア 本籍数及び本籍人口（令和５年３月末現在） 

本 籍 数 ３１，０６３ 本 籍 人 口 ８０，４９２ 

 

  イ 処理件数（令和４年度） 

種 類 件 数 

新 戸 籍 編 製 ６８８ 

戸 籍 全 部 消 除 ４７９ 

合 計 １，１６７ 

 

  ウ 戸籍謄本・抄本等交付件数（令和４年度） 

種 類 
件        数 

有 料 無 料 計 

謄 本 

戸 籍 ９，１６７ １，８１５ １０，９８２ 

除 籍 ４，７１３ ２，５０９ ７，２２２ 

計 １３，８８０ ４，３２４ １８，２０４ 

抄 本 

戸 籍 ２，０６７ １３０ ２，１９７ 

除 籍 ３６ １３ ４９ 

計 ２，１０３ １４３ ２，２４６ 

記 載 

事 項 

証 明 

戸 籍 ０ ０ ０ 

除 籍 １ ０ １ 

計 １ ０ １ 

受 理 証 明 等 ３１１ ０ ３１１ 

届 書 に 基 づ く 証

明 
４２ ０ ４２ 

閲 覧 ０ ０ ０ 

合 計 １６，３３７ ４，４６７ ２０，８０４ 

 （各市民センター等での交付件数を含む。） 
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エ 届出事件数（令和４年度） 

種 類 本 籍 人 非 本 籍 人 計 

出 生 ２７３ ２６２ ５３５ 

国 籍 留 保 ０ ０ ０ 

認 知 ５ １ ６ 

養 子 縁 組 ２７ ３ ３０ 

養 子 離 縁 ７ ２ ９ 

法７３条の２ ０ ０ ０ 

婚 姻 １８０ ６８ ２４８ 

離 婚 １０９ ２１ １３０ 

法 ７ ７ 条 の ２ ５２ ７ ５９ 

親 権 ・ 後 見 ７ ０ ７ 

死 亡 ５１４ ６６５ １，１７９ 

失    踪 １ ０ １ 

復 氏 １ ０ １ 

姻 族 関 係 終 了 ０ ０ ０ 

入 籍 １０１ １１ １１２ 

分 籍 １５ ０ １５ 

国 籍 取 得 ０ ０ ０ 

帰 化 ６ ０ ６ 

国 籍 喪 失 ０ ０ ０ 

国 籍 選 択 ３ ０ ３ 

氏 の 変 更 ５ １ ６ 

名 の 変 更 ３ ２ ５ 

転 籍 ３１５ ５ ３２０ 

訂 正 ・ 更 正 ５２ ０ ５２ 

不 受 理 申 出 １０ ５ １５ 

そ の 他  １ ０ １ 

合 計 １，６８７    １，０５３ ２，７４０   
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（2） 住民基本台帳 

  ア 世帯数及び人口（令和５年３月末現在） 

人 

口 

総 数 １０７，７４４ 

男 ５２，１４２ 

女 ５５，６０２ 

世 帯 数 ４６，９３６ 

 

  イ 届出事件数（令和４年１月～令和４年１２月） 

種 類 件 数 

出 生 ５０２ 

死 亡 １，０６７ 

転 入 ２，６２８ 

転 出 ３，４３１ 

転 居 ８９９ 

世 帯 変 更 ７６０ 

 職 権 記 載  １，５７６ 

合 計 １０，８６３ 

 

  ウ 戸籍の附票処理件数（令和４年１月～令和４年１２月） 

種 類 件 数 

記 載 ８，４１１ 

消 除        １，７６４ 

合 計 １０，１７５ 

 

  エ 住民票の写し等交付件数（令和４年度） 

種 類 
件 数 

有 料 無 料 計 

住 民 票 の 写 し ３８,８６７ ２，１１４ ４０，９８１ 

戸 籍 附 票 の 写 し １，６００ １，８５５ ３，４５５ 

記 載 事 項 証 明 ６５４ ８５０ １，５０４ 
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閲 覧  ６６１  ４，０３０  ４，６９１  

合 計  ４１ ,７８２  ８，８４９  ５０ ,６３１  

 （各市民センター等での交付件数を含む。住民票の写しは、行政証明書発行機、コ

ンビニエンスストアでの交付件数を含む。） 

 

（3） 中長期在留者住居地届出等事務 

  ア 住居地の届出等件数（令和４年１月～令和４年１２月） 

取  扱  種  別 件          数 

中期在留者新規上陸後の住居地届出 ２８５ 

在留カード後日交付者の新規上陸後の

住居地届出 
３ 

中長期在留者への在留資格変更に伴う 

住居地届出 
１ 

中期在留者の住居地変更届出（転入） １５０ 

中期在留者の住居地変更届出（転居） ６６ 

特別永住者の住居地変更届出（転入） ５ 

特別永住者の住居地変更届出（転居） ７ 

合     計 ５１７ 

   

  イ 特別永住者証明書の交付等件数（令和４年１月～令和４年１２月） 

取  扱  種  別 件          数 

特別永住許可申請並びに特別永住許可

書及び特別永住者証明書の交付 
０ 

住居地以外の記載事項の変更 １ 

有 効 期 間 更 新 ４０ 

再   交   付 ０ 

特 別 永 住 者 証 明 書 の 返 納 ４５ 

合     計 ８６ 

 

（4） 印鑑登録 

  ア 印鑑登録人口（令和５年３月末現在） 

印 鑑 登 録 人 口 ６８，８６９ 
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イ 申請事件数（令和４年度） 

種 類 件 数 

登 録 ３，０１０ 

除    

印 

廃 止 ８３０ 

死 亡 ・ 転 出 ・ そ の 他 ２，４９５ 

合 計 ６，３３５ 

  

ウ 印鑑登録証明交付件数（令和４年度） 

種 類 
件 数 

有 料 無 料 計 

印鑑登録証明 ２７，６６３ １４  ２７，６７７ 

（各市民センター等での交付件数を含む。行政証明書発行機、コンビニエンスス

トアでの交付件数を含む。） 

 

（5） 自動車臨時運行許可 

  ア 臨時運行許可数（令和４年度） 

臨 時 運 行 許 可 ９３６ 

 

（6） 税務証明 

  ア 税務証明交付件数（令和４年度） 

種 類 
件 数 

有 料 無 料 計 

所 得 ・ 課 税 証 明 ９,７９１ ７１７ １０,５０８ 

所 得 事 項 証 明 ２ ２８ ３０ 

評 価 証 明 ４，０６７ ４５ ４，１１２ 

営 業 証 明 ６ ０ ６ 

納 税 証 明 １，４１５ ０ １，４１５ 

軽自動車納税証明 ０ ３，３５６ ３，３５６ 

合 計 １５,２８１ ４，１４６ １９,４２７ 

（各市民センター等での交付件数を含む。所得・課税証明は、行政証明書発行機、

コンビニエンスストアでの交付件数を含む。） 
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（7） 人口動態調査 

  ア 調査票作成件数（令和４年度） 

種 類 件 数 

出 生 ５４１ 

死 亡 １，１７９ 

婚 姻 ２５４ 

離 婚 １３０ 

死 産 ５ 

合 計 ２，１０９ 

 

  

（8） 公的個人認証サービス 

ア 電子証明書発行件数（令和４年度） 

種 類 件     数 

署名用電子証明書 

（個人番号カード） 
２０,６３３ 

利用者証明用電子証明書 

（個人番号カード） 
１７,２１４ 

 

 

（9） 本人通知制度 

  ア 制度の概要 

    住民票の写しや戸籍謄抄本などの証明書を本人の代理人や第三者に交付した

場合に、事前に登録をされている人に対して、証明書を交付した事実を通知す

る制度（平成 24 年 10 月 1 日施行）。 

 

  イ 登録件数（令和５年３月末現在） 

登 録 件 数 ９５６ 

  

  ウ 通知件数（令和４年度）    

通 知 件 数 ６６ 
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（10） 住民基本台帳制度におけるＤＶ等被害者等への支援措置 

ア 制度の概要 

ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準

ずる行為の被害者の保護のための住民基本台帳事務における支援措置に関する

事務で、加害者が、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写しの交付並

びに戸籍の附票の写しの交付の制度を不当に利用してそれらの行為の被害者の

住所を探索することを防止し、被害者の保護を図る。 

                       

イ 支援者数（併せて支援を求める者を含む、令和５年３月末現在） 

三 田 市 措 置 １２７ 

他市区町村措置 ９９ 

合     計 ２２６ 

 

 

（11） 住民基本台帳法第３４条第２項に基づく調査 

   市長が必要と認めるときは、住民票に記載されている事項についての調査を行

う。 

  ア 調査件数（令和４年度） 

調 査 件 数 １９（職権消除０件） 

 

 

（12） 個人番号カード 

ア 新規発行の状況（令和５年３月末現在） 

①  人 口 
(令和 4 年 1 月 1 日

現在） 

②  申請数 
申請率 

（②÷①） 
③  交付数 

交付率 

（③÷①） 

１０９,６９６ ９７,３８１ ８８.７７％ ８１，４１５ ７４.２２％ 

 

  イ 個人番号カード／個人番号関係申請・届出件数（令和４年度） 

申 請 ・ 届 出 件 数 

個人番号カード再発行（有料） ２９９ 

個人番号カード再発行（無料） １６０ 

個 人 番 号 カ ― ド 廃 止 届 ２２８ 

表 面 記 載 事 項 変 更 届 

（転入、転居同時届出を除く） 
４２３ 
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一 時 停 止 解 除 届 ７９ 

返       納       届 ９ 

在留期間更新に伴う有効期間変更届 ３９ 

暗証番号変更・再設定申請 ４，６２６ 

個 人 番 号 変 更 請 求     １ 

 

（13） 証明書コンビニ交付サービス 

   市民の利便性の向上と個人番号カードの普及促進を図るため、平成２９年２月

８日より証明書コンビニ交付サービスを開始。 

  ア 証明書種類別交付件数（令和４年度） 

種 類 合  計（うち行政証明書発行機件数） 

住 民 票 の 写 し １５，０３０   （１,８０８） 

印 鑑 登 録 証 明 書 １３，７８７   （２,１９１） 

所得・課税証明書 ３，２１２     （４５３） 

合 計 ３２，０２９  （４,４５２） 

※ 利用時間 コンビニ交付：6 時 30 分～23 時（土日祝含む） 

       行政証明書発行機:8 時～23 時（土日祝含む） 

 

（14） おくやみコーナー 

   死亡に伴う各種手続き 

   利用件数（令和４年度） 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 2月 3月 合計 

65 75 66 78 85 79 74 78 83 79 100 99 961 

 

２ 国民年金制度 

（1） 被保険者の状況（令和５年３月末現在） 

 

  ア 被保険者数 

（ァ） 第１号被保険者数 １０，４２０人［前年同期比較４２１人減］ 

    （２０歳～６０歳未満の自営業・無職の人・学生等） 

（ィ） 第３号被保険者数  ８，１８３人［前年同期比較７０７人減］ 

（ ２ ０ 歳 ～ ６ ０ 歳 未 満 の サ ラ リ ー マ ン の 妻 等 厚 生 年 金 等 加 入 者 の     

被扶養配偶者） 
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（ゥ） 任 意 加 入 者    ２９１人［前年同期比較 ２５人増］   

    （６０歳以上・海外滞在日本人等任意加入者） 

      合 計 １８，８９４人［前年同期比較人１，１０３減］ 

 

イ 付加年金加入者 

       強制             ５人（農業者年金の被保険者） 

       任意           ９０９人（任意加入者） 

 

（2） 国民年金保険料関係及び免除状況（令和５年３月末現在） 

 

  ア 保険料（月額） 

      令和４年４月～令和５年３月 

        定額１６，５９０円   付加１６，９９０円 

  イ 免除状況 

      法 定 免 除 者           ８５０人 

      申 請 免 除 者        １，６７８人 

［内訳：全額免除 １，４５４人 3／4 免除 １２６人 半額免除 ５６人  

1／4 免除 ４２人］ 

      若年者納付猶予者           ６４４人 

      学 生 納 付 特 例 者        ２，０９４人 

 

（3） 事業の状況（令和４年度） 

 

  ア 年金相談（偶数月の第３火曜日 社会保険労務士による一般相談） 

月 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 合 計 

相談件数 １ ― ２ ― １ ― ４ ― ０ ― ３ ― １１ 

        

  イ 裁定関係受付進達件数 

区 分 件 数 

老 齢 基 礎 年 金 （繰り上げ） ０ 

老 齢 基 礎 年 金（６５歳本来） １０ 

老 齢 基 礎 年 金 （繰り下げ） ０ 

通  算  老  齢  年  金 ０ 

未  支  給  ・  死  亡  ５ 

障  害  基  礎  年  金 ４０ 

遺  族  基  礎  年  金 ０ 
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寡  婦  年  金 ０ 

死  亡  一  時  金 １ 

そ   の   他  ２４ 

合         計 ８０ 

 

  ウ 資格異動関係受付進達件数 

区 分 件 数 

資 格 取 得（20 歳新規取得除く） １，３９８ 

資 格 喪 失 ９３ 

付   加  得    喪 ３３４ 

合   計  １，８２５ 
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産業戦略室 

まちのブランド観光課 

 

１ シティセールスの推進 

(1) 第 5回三田ビール検定 

川本幸民が残した日本人初のビール醸造の業績にちなみ、市のブランドとして

ビール文化を創造し、三田市を「川本幸民を育んだまち」として発信するため、

三田ビール検定を実施した。 

  ア 第 5 回三田ビール検定 

    令和 4 年 11 月 3 日（木・祝）まちづくり協働センター 

    受験者数 125 人、合格者 119 人 

  イ 検定セミナー 

    第 1 回 三田ビール検定座学セミナー 

        9 月 23 日（金・祝）参加者数 62 人 

    第 2 回 セミナー動画＆確認問題にチャレンジ！ 

        7 月 15 日（金）～10 月 11 日（火）参加者 22 人 

   

 (2) サンタ×三田プロジェクト 

   「三田」と音の響きが似ている「サンタ」を魅力資源として活用し、コロナ禍において①三

田市に対する市民の愛着を高め、②市外のファンを増やすことを目的に実施。事業実施に際し

ては、市民・団体・事業者・学生・報道機関と連携し、感染症対策に配慮しながら市全体とし

て盛り上げた。 

期間：12月1日（木）～12月25日（日） 

   ア オープニングセレモニー 

イルミネーションの点灯及び市庁舎コンサートを実施。 

12月1日（木）市役所1階ロビー・風の広場 参加者数約150名 

   イ  ＳＡＮＴＡバス 

     特別なサンタ装飾を施した連節バス車内でゲームやクリスマスソング等の 

     楽しいイベントを実施するほか、お菓子や特別乗車券をプレゼント。希望者 

     は運転手の制服を着て記念撮影を実施。 

     12月4日(日) 参加者約52名 

（三田駅発⇔関西学院大学22名・アウトレット発⇔関西学院大学10名・記念

撮影のみ約20名） 

   ウ  三田でおどる サンタとおどる 

     子どもたちが楽しめる食やワークショップ、音楽ブースなど様々なブースが 

     登場。謎解きゲームやたき火の実施、木材を集めて組み立てた巨大やぐらの 

     設置など長時間楽しめる仕掛けが盛りだくさん。 

     12月17日(土)市役所風の広場 参加者約1,000名 

   エ オンラインフィンランドツアー 

     「Zoom」を使用してフィンランドにあるサンタクロース村を訪れ、サンタと 
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     交流できるオンラインツアー 

     12月19日(月) 参加者数25組（アカウント） 

 

２  ふるさと納税 

ふるさと納税制度を活用し、寄附のお礼として本市ならではの地域のお品を返礼

品として贈ることで、本市の魅力を全国へ向けてPRしている。 

ふるさと納税にかかる寄附は「ありがとう！三田っ子応援基金」に積み立て、

子どもの教育、子育て支援事業等へ活用しているほか、「コロナに負けるな！さ

んだエール基金」に積み立て、地域産業及び市民生活への支援に活用している。 

寄附実績 203,496,980円  

  内訳 「ありがとう！三田っ子応援寄附金」7,622件  186,298,980円  

     「新型コロナウイルスに負けるな！」応援プロジェクト 

685件  17,198,000円  

お礼の品 250品  応援事業者 55業者 

 

３ クラウドファンディング 

 ふるさと納税型のクラウドファンディングを活用し、全国的に特有な事業や三田ならではの事業

を中心に、市が取り組む事業を広くＰＲすることで三田の魅力を発信している。 

 いただいた寄附金は、各々の事業の促進のために活用している。 

  寄附実績 1,549,952 円 

   内訳 

事業名 件数 金額 

～人も猫も幸せな三田市をめざして～TNR 活動推進プロジェクト 67 件 1,046,122 円 

誰もが安心して移動できるまちに～未来のモビリティ社会の実現

に向けたチャレンジ～ 

30 件 358,830 円 

ふるさと三田の風景を次世代につなぐ～三田さくら物語プロジェ

クト～ 

7 件 145,000 円 

 

４ さんだ夢大使 

 新宮 晋氏（造形作家） 

  都市ブランドのイメージアップと知名度向上を図るとともに、三田市のまちづく

りに対する提言等を通じ、ひと・さと・食の魅力あふれる三田を国内外に広く発信

していくことを目的としている。 

 

５ 観光の振興 

(1) 市内観光の現状 

  ア 観光入込客数 約 3,234 千人（うち日帰り客が約 96.0％） 

  イ 目的別入込客数 

   (ア) 主な場所 

公園 1,298 千人、ゴルフ等 302 千人、施設見学 287 千人、 
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温泉 288 千人、文化施設 156 千人 

 (イ) 目的 

  a 行楽型（遊ぶ・休養する観光）  1,686 千人（全体の 52.1％） 

  b 観賞型（観る観光）        1,049 千人（全体の 32.4％） 

  c スポ－ツ型（体験する観光）    325 千人（全体の 10.1％） 

  d その他（宿泊客等）        174 千人（全体の 5.4％） 

 

(2) さんだのまちを遊ぶ博覧会 2022 

   三田市観光ビジョンの方針に基づき、市民・事業者・団体・行政が協働し、三田の多様な

まちの魅力を磨きあげて発信することで、まちの活性化につなげていくことを目的としてい

る。 

期間：10 月 22 日（土）～11 月 20 日（日） 

プログラム数：33 個 

（ジャンル別内訳：歴史・文化 11、暮らし 3、自然 8、学び 7、スポーツ 4） 

延べ開催プログラム回数：52 回 

参加者数：529 人 

 

(3) (一社)三田市観光協会との連携 

(一社)三田市観光協会と連携し観光振興事業を行った。 

ア 三田市総合案内所の運営 

三田駅前キッピースクエアにある「三田市総合案内所」において、行政情報の提供、観

光情報の発信をしている。 

 

【三田市総合案内所の利用者数】 

 利用者数  利用者数 

4 月 833 10 月 750 

5 月 746 11 月 674 

6 月 616 12 月 512 

7 月 419 1 月 409 

8 月 467 2 月 567 

9 月 448 3 月 742 

合計 7,183 人 

 

イ 召しませ三田観光物産コーナー運営 

 「パスカルさんだ一番館」に観光物産コーナーを設置 

ウ ツーリズム情報発信事業 

インターネット等を活用した情報発信、観光パンフレットの配布 

エ 三田市観光振興事業補助金 

さんだ秋の観光と味覚まつり等の地域資源を活かした企画の実施 
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産業政策課 

 

１ 商工業の振興 

(1) 商工業の現状 

令和３年経済センサス－活動調査によると、本市の民営事業所数は2,651事業

所、従業者数は41,031人となっている。産業別に事業所数をみると、「卸売業、

小売業」が655事業所（構成比24.7％）ともっとも多く、本市の事業所数の４分

の１を占める。次いで「医療、福祉」が289事業所（同10.9％）、「宿泊業、飲

食サービス業」が282事業所（同10.6％）と続いている。一方、従業者数では

「製造業」が10,786人（同26.3％）でもっとも多く、本市の従業者数のほぼ4分

の1を占める。次いで、「医療、福祉」が7,212人（同17.6％）、「卸売業、小

売業」が6,981人（同17.0％）と続いている。 

売上金額は、市全体で約9,499億円であり、産業別でみると、もっとも多いの

が「製造業」の約5,667億円（構成比59.7％）、次いで「卸売業、小売業」の

1,708億円（構成比18.0％）、「医療、福祉」の437億円（同4.60％）となって

いる。 

 

(2) 商工会活動支援事業 

ア 創業支援事業補助 

三田市創業支援事業計画に基づいて、市、商工会及び金融機関等を中心に

創業支援ネットワークを構成しており、商工会が実施している実践創業塾や

創業支援セミナーなどの創業支援事業等に補助を行うことで、市内の起業の

促進につなげた。 

 

イ 地域産業振興事業補助 

商工会が市内産業の振興を図るために実施する事業への補助や、各種事業

が円滑に実施できる体制を確立するための支援や市内商店街が実施するイベ

ント事業等にかかる業務等に対して補助を行った。 

 

ウ インキュベーション施設運営事業補助 

起業家の三田市内への定着・集積を促進するためにコワーキングスペース、

レンタルオフィス、相談窓口等の機能を有するインキュベーション施設の運営

に要する経費の一部について、商工会へ補助を行った。 

 

(3) 商店街支援事業 

ア 商業団体共同事業 

市内商業団体が近代化または活性化を図るために共同で実施するイベント

開催事業等に対して補助を行った。 
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  イ 三田市商店街等お買い物券・ポイントシール事業 

    新型コロナウイルス感染症により落ち込んだ消費需要を喚起し、地域商業の 

活性化を図るため、商業団体が実施するプレミアム付き商品券事業等に対し 

補助を行った。 

・交付団体数：６団体 

・交付総額 ：80,394,000円 

 

(4) 中心市街地活性化事業 

ア 市街地賑わいイベント事業補助 

三田市商工会が中心市街地商業の活性化を図るため、中心市街地商店街へ

の集客拡大のために複数の商店街と共同で実施するイベント事業に対して補

助を行った。 

 

(5) 創業（希望）者に対する支援 

 ア 創業支援事業計画に基づく事業 

   三田市創業支援事業計画に基づき創業相談窓口を設置し、創業セミナーや創業実践

塾の開催によって創業（希望者）へ支援を行った。また、創業支援者の管理のためカ

ルテの作成を行った。 

【創業支援状況】 

年度 カルテ作成件数 創業件数 

平成29年度 61件 21件 

平成30年度 45件 21件 

令和元年度 55件 15件 

令和２年度 25件 10件 

令和３年度 40件 16件 

令和４年度 43件 10件 

 

 イ 起業家育成プログラム 

   起業への意欲の向上を図り、アイデアと創造力を活かした新しいビジネスにチャレ

ンジする人材の育成に取り組み、アメリカ合衆国ニューメキシコ大学イノベーション

アカデミー（UNM Innovation Academy）が実施する起業家育成プログラムを受講する

機会を提供することで、起業家育成支援を行った。 

 

 ウ さんだチャレンジショップ応援事業補助 

   市内のテナントを活用して事業を開始する創業者を支援し、地域の賑わい

の創出と活性化を図るため、事業の立ち上げ時におけるテナントの家賃の一

部の補助を行った。 

【チャレンジショップ活用状況】 

年度 補助件数 

令和３年度 2件 

令和４年度 4件 
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(6) 中小企業に対する支援 

ア 中小企業振興長期資金融資あっせん事業 

中小企業の資金調達の円滑化とその育成に努めるために、融資あっせん事

業を行った。 

【融資あっせん制度の制度概要】 

資金使途 運転・設備資金 

融資限度額 2,000万円以内 

貸付期間 7年以内 

融資利率 年1.00％ （固定利率） 

信用保証料 
融資実行時に事業者が支払う信用保証料の5割に相当する額を

市が負担する。 

 

【融資あっせん状況】 (単位：千円) 

年度 預託額 
新規貸付実績 債務残高 

件数 金 額 件数 金 額 

平成29年度 290,000 18 94,750 88 341,675

平成30年度   241,000 6 46,400 72 261,483

令和元年度   219,000 6 74,000 64 238,194

令和２年度   220,000 8 116,920 56 257,056

令和３年度 213,000 10 75,000 51 265,129

令和４年度 203,000 9 69,800 50 251,066

 

【令和４年度の業種別融資状況】                 (単位：千円) 

業種 建設業 製造業 卸売業 小売業 飲食業 運輸業 ｻｰﾋﾞｽ業 その他 合計 

件数 3 0 1 1 1 0 3 0 9 

貸付額 30,000 0 4,000 7,000 3,000 0 25,800 0 69,800 
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イ 小規模事業資金融資あっせん事業 

小規模零細企業向けの融資制度を平成20年度から実施している。 

【融資あっせん制度の制度概要】 

資金使途 事業資金 

融資限度額 

2,000万円以内 

（1事業所につき既存の保証付融資残高との合計額が2,000万円以

内となる額） 

貸付期間 7年以内 

融資利率 年1.00％ （固定利率） 

信用保証料 
融資実行時に事業者が支払う信用保証料の5割に相当する額を市が負担

する。 

 

【融資あっせん状況】 (単位：千円) 

年度 
預託額 

（中小と合同） 

新規貸付実績 債務残高 

件数 金額 件数 金額 

平成29年度 290,000 28 99,850 106 239,473 

平成30年度 241,000 31 112,600 115 271,945 

令和元年度 219,000 20 105,410 105 260,225 

令和２年度 220,000 8 37,000 71 150,644 

令和３年度 213,000 9 50,000 67 153,996 

令和４年度 203,000 5 25,200 58 132,520 

 

【令和４年度の業種別融資状況】                 (単位：千円) 

業種 建設業 製造業 卸売業 小売業 飲食業 運輸業 ｻｰﾋﾞｽ業 その他 合計 

件数 4 0 0 0 1 0 0 0 5 

貸付額 24,000 0 0 0 1,200 0 0 0 25,200 

 

  ウ 経営継続支援事業 

三田市中小企業等原油価格高騰対策補助金 

   原油価格高騰のため、事業・経営環境の変化により影響を受けている市内

の中小企業及び小規模事業者に対して、事業の用に供するための燃料油

（ガソリン・灯油・軽油・重油）代の一部を補助。 

    

●申請件数・交付額 

申請日 申請件数 交付件数 交付額 

10/11～12/20 132 128 18,039,000円 

12/21～2/20(延長) 35 35 4,498,000円 

合計 167 163 22,537,000円 
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●業種別交付内訳 

業種名 交付件数  業種名 交付件数 

建設業 54  医療・福祉 6 

運輸業・郵便業 25  不動産業・物品賃貸業 3 

製造業 21  学術研究、技術ｻｰﾋﾞｽ業 2 

小売業 14  教育・学習支援業 2 

卸売業 13  農業・林業 2 

ｻｰﾋﾞｽ業 10  宿泊・飲食業 1 

生活関連ｻｰﾋﾞｽ業 9  金融・保険業 1 

  

 

(7) 工場立地状況 

三田市企業立地促進条例に基づく優遇制度により、市内への企業誘致を進め

ている。 

ア 固定資産税・都市計画税の課税免除 

【課税免除の適用期間】 

立地促進地区名 新設 増設 移設 

北摂三田テクノパーク 

ニュー三田インダストリアルパーク 
３年 ３年 ３年 

北摂三田第二テクノパーク ５年 ５年 ３年 

 

イ 水道料金の助成 

年間５万㎥を超える水量を使用した事業者に対して、年間５万㎥を超える

分の水道料金を助成する。助成の年数は、事業開始の翌年から起算して20年

間である。 

 

ウ 北摂三田テクノパ－クヘの企業立地状況 

(ｱ) 工場敷地面積    989,000㎡ 

(ｲ) 進出状況      40社進出 

 

エ ニュー三田インダストリアルパ－クの企業立地状況 

(ｱ) 工場敷地面積    100,000㎡ 

(ｲ) 進出状況      22社進出 

 

オ 北摂三田第二テクノパークの企業立地状況 

(ｱ) 工場敷地面積    494,000㎡ 

(ｲ) 進出状況      13社進出 
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(8) 北摂三田第二テクノパークにおける企業誘致に向けた取り組み 

大型産業団地である北摂三田第二テクノパークの企業誘致を促進するため、 

関係機関と連携しながら、情報提供などの取り組みを行った。 

 

(9) 「(仮称)北摂三田第三テクノパーク構想」 

「(仮称)北摂三田第三テクノパーク構想」の実現に向け重点候補地を選定し、 

地域への説明を行うなどの取り組みを行った。 

 

(10) 三田市技能金蘭賞表彰 

   永年にわたり同一の職業に従事し、地道な努力と経験を積み重ね培ってきた 

技能をもって、豊かな市民生活と地域産業の発展を支えてきた技能者への 

感謝とその功績を称え、表彰することにより、勤労意欲と技能者の社会的 

地位及び技能水準の向上を図ることを目的に「三田市技能金蘭賞表彰制度」 

を平成29年度に創設し、表彰を行った。 

 

 

２ 雇用・労働対策 

(1) 勤労者福利厚生対策 

ア 勤労者住宅資金融資あっせん事業（平成20年度より新規貸付を廃止） 

【融資あっせんの状況】 （単位：千円） 

年度 預託額 
年度末債務残高 

件数 金額 

平成29年度 9,430 9 19,629 

平成30年度 6,630 8 13,108 

令和元年度 4,449 6 7,939 

令和２年度 2,719 4 5,380 

令和３年度 1,856 4 3,209 

令和４年度 1,069 1 1,763 

 

イ 三田市企業人権を考える会事務 

従業員の生命を尊重し、互いに人としての権利を守り、明るい職場づくり

を進めるため、企業が自らの課題として従業員と共にあらゆる差別の解消に

向かって協議し、学習する。（65事業所・団体が加入） 
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(2) 雇用労働対策 

ア 就職支援セミナー等の開催 

  若年層の求職者を対象としたセミナーなどを関係機関と連携して実施した。 

名称 開催日 参加内訳 

就職意識啓発セミナー 11月15日(火) 参加者      6名 

自立就職支援セミナー 11月28日(月) 参加者      9名 

若者就職応援企業訪問 

バスツアー 

10月21日(金) 
訪問企業数    4社 

参加者      7名 

11月14日(月) 
訪問企業数    5社 

参加者      7名 

三田地域合同就職面接会 

12月16日(金) 

参加事業所数 10事業所 

求人件数(職種)  37件 

求人者数     117名 

3月3日(金) 

参加事業所数 10事業所 

求人件数(職種)  24件 

求人者数     58名 

 

イ さんだ若者サポートステーション 

若者自立・就労支援事業として、厚生労働省の委託事業「さんだ若者サポ

ートステーション」(運営：ＮＰＯ法人こうべユースネット)を、平成20年10

月６日より開設している。 

働くことに悩む若者やその保護者の方に対する総合的な相談・支援を実施

し、若者の社会的自立を支援している。 

 

ウ 三田市雇用・就労支援相談所の運営 

雇用・就労に関する相談窓口の紹介などを主な業務として産業政策課内に

平成21年4月1日に設置し、相談業務を行っている。 

 

３ 企業版ふるさと納税 

  国が認定した地方公共団体が行う地方創生プロジェクトに対し、企業が寄附を行った

場合に、税額控除の優遇措置（「 地方創生応援税制 」）が受けられる制度を活用し,

企業から寄附を募り、地方創生の取り組みに活用している。 

【企業版ふるさと納税寄附状況】 

年度 寄附件数 寄附額 

平成29年度 3件 1,112,699円 

平成30年度 3件 913,157円 

令和元年度 2件 686,215円 

令和２年度 2件 376,328円 

令和３年度 7件 5,300,000円 

令和４年度 6件 4,600,000円 
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農業創造課 

 

１ 農業の振興 

（1）基本方針 

三田市の農の将来像を「三田の「農」の未来を創る ―続ける・つながる・

集う―」と定め、その実現に向けて次の基本方針により、各施策を推進する。 

１ 農産物の価値を高める 

２ 農業を続けられる仕組みを強くする 

３ 生産者の経営を支える 

４ 農業の生産基盤を整える 

５ 農を楽しむ暮らしを広げる 

 

（2）各種事業の実施 

ア 経営所得安定対策 

農業経営の安定と国内生産力の確保を図り、食糧自給率の向上と農業の

多面的機能を維持するために、三田市農業再生協議会において、経営所得

安定対策の推進及び行政と農業者団体等の連携体制の構築、戦略作物の生

産振興や需要に応じた米生産の推進など、地域農業の振興を図った。 

 

○令和４年産米の需要に応じた米生産の実施状況 

水稲作付目安面積 a 1，197.0ha 

水稲作付実施面積 b 1，250.5ha 

うち加工用米換算面積 c 61.3ha 

うち新規需要米取組面積 d 48.6ha 

達成率（b－（c＋d））／a 95.3％ 

 

○米以外の作物作付状況               (単位：ha) 

 重点 

作物 

一般 

作物 
野菜 

永年性 

作物  

調整水田

等その他 
合計 

面積 128.6 52.6 167.4 17.3 169.8 535.7 
 

○経営所得安定対策 申請件数 439 件 

事業名称 取組件数 

水田活用の直接支払交付金 426件 

 

イ 農地流動化の推進 

農用地の利用権設定等により、担い手農家への農地集積と規模拡大を図

った。 

担い手への農地利用集積面積 606.82ha（令和５年３月３１日現在） 

ウ 認定農業者・新規就農者等への支援活動 

意欲ある農業経営者に対する農業経営改善計画の認定と、経営力の向上に
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つながる支援を実施した。一方、新規就農者の確保・育成とあわせて、農業

経営初期段階を円滑に軌道に乗せられるようにきめ細やかな支援を実施した。 

 

○認定農業者、新規就農者、集落営農組織の経営体数 

 認定農業者 新規就農者 集落営農組織 

経営体数 63 15 24 

 

エ 環境保全型農業直接支援対策 

地球温暖化防止を目的として農地土壌への炭素貯留効果の高い営農活動

や、生物多様性保全に効果の高い営農活動に取り組む農業者等に対して、

国・県・市で支援を行なった。 

(ア)取組面積 9,153a 

(イ)事業費 3,612,660円 
 

オ 畜産の振興 

○家畜の飼養戸数及び頭羽数      (単位：戸・頭・羽) 

区分 乳用牛 肉用牛 鶏（成鶏） 豚 

飼養戸数 6 24 2 1 

頭羽数 362 2,207 3,700 6,276 
 

(ア)三田肉、三田牛出荷奨励事業 

三田市内で肥育される兵庫県産但馬牛を素牛とした肉牛を三田肉と

して出荷されるよう促進することで、歴史ある三田肉の安定した供給

の確立を図った。 

補助金交付対象者 三田市肉牛生産振興会会員 

事業費 4,850千円 

 

（説明） 公益社団法人日本食肉格付協会による格付けが「Ａ」「Ｂ」４等級以上、

ＢＭＳ（霜降り度合）№７以上を「廻」と称し、１頭あたり５万円、上記以

外は１頭あたり３万円を交付した。 
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農村再生課 

 

１ 農村の振興 

 

  （1）農業振興地域 

    「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、市街化区域、山林及び原野

等を除く区域を農業振興地域として指定し、農地の保全と農業の振興を図る。 

    特に、振興地域の中で農業生産の基盤となる土地を農用地区域として集団的

に地域指定し、この地域においての土地基盤整備等、農業近代化施策を実施す

る。 

  地域指定            昭和４９年５月２８日 

  当初整備計画策定年度      昭和５０年度 

  現在整備計画策定年度      令和４年度 

〈農業振興地域内の土地利用状況（令和５年３月３１日現在）〉単位：ｈa 

区分 田 畑 樹園地 
採 草 

放牧地 

農業用 

施設用地 
農 地 計 

 
その他 合計 

農業振興地域 2,021   159 67 28 19 2,294 2,425 4,719

内農用地区域 1,785 38 43 12  19 1,897 1,897

 

  （2）有害鳥獣防除対策事業 

     イノシシ、シカ、アライグマ、ヌートリア等の有害鳥獣による農作物被害を 

防止するために、三田市鳥獣被害対策実施隊による捕獲を実施し、市内各農会

において設置する捕獲檻や防除柵等に対して一部補助を行い、農業生産力の向

上を図る。 

・有害鳥獣の捕獲   イノシシ ３６頭、 シカ １６８頭 

アライグマ ４９７頭、 ヌートリア ６頭 

・有害鳥獣防除柵設置   事業実施農会 １０農会 

               事業量及び補助事業費 3,644ｍ、849千円 

・狩猟免許（わな猟）取得 免許取得者及び補助事業費 １名、7千円 

・捕獲檻設置       事業実施農会 １農会 

             事業量及び補助事業費 ２基、140千円 

 

（3）市民農園の整備 

     市民農園を整備し運営する事で、農地の有効活用手法の一つとしての認識

を高めるとともに農にふれあう機会を創出することで、都市と農村の交流

を図る。 

  ・市営市民農園  三田市香下字椎原の2189番地（面積 2,421㎡） 

           平成２４年１０月開園  総区画数 ４１区画 
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（4）多面的機能支払交付金 

     農業の持続的発展と多面的機能の健全な発揮を図るため、効率的かつ安定

的な農業構造の確立と併せて、農業及び農村基盤となる農地・水・環境の

保全とその質的向上を図る。  

対象農地：農振農用地区域内にある一団の農用地 

     対象行為：地域資源の質的向上を図る共同活動及び施設の長寿命化のため 

の活動 

     対象者 ：農業者，農業者団体，地域住民，自治会等地域実情に応じた者 

交付額 ：（地 目）   （10ａ当たり単価） 

田      最高９，２００円  

畑      最高５，０８０円 

                           

 
H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 

活動組織数  

農地維持 

資源向上(共同) 
61 61 63 63 63 64 64 64 66 

資源向上 

（長寿命化） 
25 37 42 43 44 48 48 50 52 

 

（5）中山間地域等直接支払交付金 

     中山間地域（山間部やその周辺地域）は、地勢などの地理的条件が悪いた

め農業の生産条件が不利であることから、これら地域に対して農地を維持、

管理していく集落等の団体と集落協定を締結したうえで、国，県，市によ

り面積に応じて一定額を交付している。 

対象地域：旧小野村と旧高平村（特定農山村法に基づく指定地域）、 

          県特認地域 

対象農地：農振農用地区域内で１ha以上の一団の農用地で急傾斜農地 

     対象行為：集落協定に基づく５年以上継続しての農業生産活動等 

     対象者 ：上記集落協定参加者 

交付額 ：（地目） （平均傾斜） （10ａ当たり単価） 

水田    1/20以上   ２１，０００円(集落戦略有) 

水田    1/20以上   １６，８００円(集落戦略無) 

 

 

          
H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 

活動組織数 

中山間地域等 

直接支払制度 
20 20 23 25 25 25 19 19 19 
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２ 生産基盤の整備 

 

（1）農業用施設(ため池)改修及び廃止事業                                 

工種 
R3年度 R4年度  

備 考 箇所 箇所 

ため池改修 1   1   完了年度にて計上 

ため池廃止 2   0   完了年度にて計上 

合 計 3   1    

《参考》 ため池数                                  

ため池種別 個 数 備 考 

特定ため池 482    

(そのうち防災重点農業用ため池) (301)   

 

（2）農業用施設(ファブリダム)改修事業 

   R4年度は3箇所事業中                                  

《参考》 ファブリダム数  市内で１３か所    

 

（3）市単独土地改良事業                                  

工種 
R3年度 R4年度  

備 考 箇所 箇所 

水路 3   2    

その他施設 5   2    

合 計 8   4    

 

（4）災害復旧事業                                  

工種 
R3年度 R4年度  

備 考 箇所 箇所 

農地 0   0    

農業用施設 0   0    

合 計 0   0    

 

    (5)「母子の里」宅地分譲  

区    分 分譲区画 契約済件数 備   考  

第１期分譲 公園住宅 4 4  完 売 

第２期分譲 浦山住宅 6 6 完 売（R4.4） 

向井田住宅 5 5  完 売 

合     計 15 15  
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